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本研究は，現代の日本の教育改革と中国の教

育改革の比較研究を目的としている。近年アジ

アの諸国において，教育改革の論議がさかんに

行われるようになってきた。日本，中国はもと

より，韓国では 1985年に韓国の圃家長期発展

構想・教育部門報告書(1)が出された。台湾にお

いても，教育の制度改革に取り組んでいる。東

南アジア諸国でもしかりであるO このような教

育改革の動向のなかで，とりわけ中国と日本の

教育改革について，国際学術交流交換研究員王

秋華氏(華中理工大学日本語学科講師)との共

同研究を通じて明らかにしてみたいと思う。

I 現代中園の教育改革

1.現代中国の教育改革の動向

(1 ) 政府工作報告

1988年 3月25日第七期全国人民代表者大会

第一次会議上において李鵬国務院代総理は，過

去五年間の国内工作的基本総括(2)を行っている

が，その中で特に教育に関して次のようなこと

を述べているO

教育体制の改革によって，各種類の教育事業

は発展をとげた。基礎教育は，地方，各部門，

企業等による管理運営を積極的におし進めた。

義務教育法の実施に基づいて，小・中学校の教

育の諸条件の改善と教師の素質の向上に努めて

きた。職業技術教育ならびに高等教育の改革に

ついても発展をとげ，科学技術の研究も発展し
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た。成人教育は初めて体制を整え，在職者の企

業内教育も強化された。さらに幼児教育，障害

者教育，文盲の教育等も徐々に発展をとげたと

している。

このような過去の経過を述べた上で，今後の

五年間の建設と改革の目標，方針と任務につい

て述べているが，そこでは特に，教育の重要な

役割についてふれている。

まず，科学技術と教育事業の発展と改革，お

よび科学技術の進歩と労働者の素質の向上は経

済建設に不可欠なものとして，科学技術及び教

育についての改革の重点にふれている。

「四つの現代化を実現するためには，科学技

術は鍵であり教育はその基礎である」と述べ，

生産力及び経済の発展は全体の社会進歩と共に

あって，それは科学技術ならびに教育事業の発

展と不可分な関係にあるといっている O した

がって，科学技術の進歩，知力の開発を強化す

ることは，科学技術界，教育界のことだけでは

なくそれは全社会の一大事であるととらえ，各

省及び国を上げ情熱をもって科学技術と教育事

業に取り組むことが重要であるとしているO そ

の中で，特に教育事業については，次のような

基本任務を明らかにしている。

我が国教育事業の根本的な任務は，社会主義

建設のために全面的に発達した労働者と各種の

専門的人材を養成することである。各学校で

は，生徒の徳育・知育・体育・美育の発展と併

せて適当な労働教育を強化することである。教

育の発展計画は，経済と社会発展の総体の企画

の重要な部分にあたるO 経済の発展に基づい

て，国及び地方は教育経費を増加して我が国教

育事業の発展を速めるべきである。

また， 9年間の基礎教育を強化し，教育水準

と全民族の素質の基礎を高めるのは， これから

の教育事業の重点である。このための教員養成

の必要，特に小・中・高校の教師の社会的地位

を高め，学校の教育条件を改善しなければなら

ない。そして学校教育と家庭教育は共に連携し

て，青少年の健全育成をはかることが重要であ

るO さらに，社会の他方面の需求を満足させる

ために，都市と農村で一段と職業技術教育と成

人教育を広げると共に専門的な内容を深め，継

続教育と自己学習を奨励する。企業にあっては

企業内教育を堅持して，労働者の技術水準と生

産能力を高める。農村においては，青・壮年の

文盲教育を必ず行わなければならない。農村教

育と科学知識と農業の先進技術を結合して，農

村経済の発展のために寄与することが重要であ

る。

高等教育改革の目標は，社会の人材の需要と

深い関係にあるので，教育内容と方法を改革

し，学生の募集制度と卒業後の進路配分制度も

徐々に改革するO また適当な競争制を導入し

て，学生の学習の積極性と主導性を啓発し教育

の質を高める。さらに海外留学制度も拡大す

る。それは，我が国の近代化建設に必要であり，

対外開放政策の具体的な現れである。

大学はまた，強大な科学技術院でなければな

らない。教育任務を完成すると同時に，教員に

ついては積極的に経済建設に結び付いた研究を

しなければならない。我が国の高等教育は，一

定の規模に達している。今後の発展の重点は，

学校の規模の増加や量的拡大ではなく教育の質

的向上と構造の調整にあるとしている O

その他に，学生の思想・道徳教育にも言及し

て，学生の政治思想工作の強化を述べている。

このような教育改革によって，社会主義及び現

代化建設に教育のはたす役割は重要であると指

摘している。このような李鵬国務院代総理の教

育改革の骨子は，具体的にはどのように実施展

開しようとしているのか，そのことについてみ

てみたいと思う。

(2) 開放思想・改革の深化と教育事業の振興

まず，教育改革の柱ともいうべきことからみ

てみたい。それは，李鉄映国家教育委員会機関

全体幹部大会(1988年 5月24日〉での総括(3)

にみることができる。

十一期三中全会，つまり， 1977年以来，国は

教育に大きな力をそそいできた。この 10年間

の経過で教育は飛躍的に進歩したという。具体

的に例を上げれば，普通九年制義務教育は 1987

一 14-(173) 



現代日・中教育改革の動向と課題

年で就学率が 97.2%に上昇し，卒業率も 95.1%

に達したという。全国的に 1240の県に初等教

育を普及した。普及率 60%だという。中等職業

技術学校の学生は，高校段階の学生の 40%に

達している O 専門人材育成の規模は増大してい

る。 1987年に我が国の高等教育(大学)の総規

模としては 400万人で， 10年来普通の大学は

270万人の卒業生を送り出した。これらは，建

国以前の 30年間に相当するという。

第7期人民大会では，特に教育について論議

された。とりわけ，教師の待遇改善が問題と

なった。党中央教育委員と関係工作部門では，

教育の重大な根本的問題を調査研究し，この解

決の方法について中央に報告した。それらの，

根本的な重要問題は，次の項目である。

第一に，教育計画の問題。この計画は，今世

紀の末までにどのような教育の体系を作るかと

いうことである。そして，各種類の教育事業は，

どのような規模になるのか，どのような方針と

政策をとるのかということであるO また現代化

建設の実現に，教育のはたす役割はいかにある

べきか，といった根本的な問題である。

第二は，教育法立法化の問題。教育の法制化

によって，教育事業の発展と教育計画について

法律で保証する。学校と全体の社会の関係は，

法律の手段によって運営する。学校の社会法人

としての地位を明確にして，学校にもっと大き

な自主権を与える。そのために，早々にも教育

基本法を研究して制定しなければならな t¥o 教

育基本法によって，教育の系統的な法体系を作

らなければならない。

第三に，政治思想教育と道徳教育の問題。こ

れは当然，教育工作の中に存在する問題の一つ

である O 今の政治思想教育と道徳教育は，現在

の改革，情勢に適応していない。基礎教育は，

端的にいって進学率を追求する傾向にあって，

徳育，知育，体育，美育の全面的発達という教

育目的に適合していなし、。政治思想教育と道徳

教育は，以前と比較して弱くなっている。高等

教育の方面でも，政治思想、教育を強化しなけれ

ばならない。新たな改革開放の時代の下で，ま

た社会主義商品経済発展段階の下で，政治思想

教育と道徳教育をどのように全面的に改革する

かを明確にしなければならない。

第四に，教育体制改革の問題。中央の教育体

制改革の決定から 3年経過した。経済建設の発

展と時代状況によって，全面的に教育体制改革

について解決しなければならない新たな問題が

出て来ているO 改革の方策を深化し，早める必

要がある。

第五に，教育改革問題。教育構造といっても，

教育思想，教育内容，教育方法等であり， これ

は実際に各級，各種類の学校の現場から提出し

なければならない問題である。経済，教育発展

の不均衡の是正とともに，その改革について深

く研究し問題を提起しなければならない。以上

のこれらの問題の解決にあたっては，次の 4つ

の事柄を考慮しなければならない。

(1) 教育経費の問題

(2) 教師の待遇改善の問題

(3) 教師の住宅問題

(4) 教師の質の向上

以上あげた第五点は，現代中国における教育

改革の重要な点である。こうした教育改革を実

際のレベルで実現して行くには「下方権力」の

立場が望ましいと強調している。

(3) 教育の歴史的発展と現状

建国以来，中国の教育はどのような歴史的発

展をとげてきたのだろうか。図 1は，その過程

を一日で概観できる O この図は， ~現代アジアの

教育j(4)の中国の章より引用したものである

が，一部手を加え(①小学校~④高級中学の

1987年度の統計結果を 88年度の統計結果と入

れ換えた)てある。この図からもわかるように，

全体としては早い速度で伸びているが，時期で

見て行くと起伏に富んで展開されていることが

わかる。「国民経済回復期」から「文化大革命」

までの教育の展開については割愛するとして，

ここでは本論が目的としている 1977年以降の

「現代化推進期」についてふれておきたt¥o1977 

年 8月の中国共産党第 11期全国代表者大会は

「四つの現代イ七」の政策を打ち出した。つまり農
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図1 中国の在学者数の変遷
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(注) グラフ末尾の数字は1988年現在の在籍者数・機関数である。

幼児園に関しては， 1966-72年の利用可能な統計数字がない。

業，工業，国防，科学技術の発展をめざしたの

であるO この目標実現の鍵は，必要な人材の確

保であった。その人材の要請は，教育によって

実現されなければならないとした。つまり前述

したように「四つの現代化を実現するために

は，科学技術は鍵であり教育はその基礎であ

るJということに示されているように，教育の

重要性に注目したのである。そして社会主義の

発展と経揮発展の基礎に教育をすえたのであ

る。この教育政策は，今日でも変わっていない。

またこの図で注目しておきたいのは，文革時

代の教育普及の上昇傾向である。文革中に生じ

た「読書無用論，反主知主義，教育の破壊」と

いった，マイナス・イメージが強かった筆者

(比嘉)にとっては驚きであった。幼稚園をのぞ

いて，他の教育は文革期に急上昇している。そ

の後，現代化推進期に入って，幼稚園以外は下

降傾向になっている。これはどういう意味かと

いうと，前述したように 1977年以降の 10年間

は，教育の量的拡大から質的拡大へと政策転換

して行ったあらわれだろう。量を増やすよりも

教育の質の向上，教育体制の改革，各種学校の

教育内容・教育条件の整備・充実に力を入れて

きている。
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図2 中国の学校系統図(1988年現在)
短
甘日専

議賛
美義
学

三
ふ
p
q
d

ワ白

1
4

ハU
Q

U

O

O

ヮ
，
《
b

m

b

4

&

q

J

9

L

1

1

n

u

q

u

O

O

ヴ

d

n

b

R

υ

A
吐

q
u

査
4

晶
酉

2

2

2

2

1

1

1

1

1

4

t

i

l

l

-

-

1982年に採択された憲法では，初等義務教育

の実施を規定している O また 1985年 5月に出

された「教育体制改革に関する決定」では，義

務教育の年限を(前期中等教育を含む) 9年間

に延長することが決定された。さらに， 1986年

7月 1日から，国全体としての「義務教育法」

も施行されるなど，教育の体制改革が進行して

いる。このように中国は，建国後はじめての義

務教育実施に向けて歩み出したのである。

図2は，現代中国の学校系統図である。これ

らの学校に就学している生徒数，学校数，教師

数等については表 lのと通りである。

(4) 成人教育の現状

いわゆる社会教育の分野である。これまで主

に学校教育(青少年)についてみてきたが， こ

こでは，成人教育についてみてみたいと思う。

表2は，各及成人教育の基本状況である。この

一覧表からもわかるように，現代中国は成人教

育に大きな力を入れている。このような多様な

教育機関を通じて，成人教育を行うことによっ

て社会主義の発展及び生産力の発展・経済建設

を達成しようという目標がかかげられている。

また他方では，成人教育を積極的に進める目

的として「識字事業一一文盲の教育」がある。

中国教育年鑑(1989年)の成人教育の最初の項

目で，国務院(国家教育委員会)の制定した「反

非識字に関する実施規則J(5)のことが取り上げ

られているO

識字事業は建国以来の歴史的な任務として，

国を上げて取り組んできている。ちなみに 1987

年には， 158万人の非識字者をなくするという

成果をあげている。しかし人民政府の報告によ

れば， 12才以上の非識字者の数は 2億 2000万

人で，全世界の非識字者の約4分の lにあたる

とし、う。

1985年時点で，世界の非識字者(15才以上)

一 17一(170)
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が 8億 8. 900万人いると推定されており， ア

ジアは 6億 6. 600万人で，非識字者のほとん

どがアジア地域に居住している。中でも中国

は，インドについで最も多い地域とされてい

る。このようなことから中国では，識字事業に

全力をあげている。先に上げた規則では，まず

第一lこ「識字教育を受けることの出来ない者を

除いて，すべての 15才から 40才までの非識字

者あるいは半識字者は，性，国籍，人種に関係

なく識字教育を受ける権利と義務がある」こと

を明記しているO この規則では，中国の現状を

考慮し識字の標準を定めている。つまり農民は

1500字の漢字，企業や機関団体で働く労働者あ

るいは都市に住む住民は 2000字の漢字能力で

あるO この能力は新聞や簡単な文章を理解する

ことと，簡単な文章を書くことのできる能力で

ある。この基準に達した者には「識字証明」が

与えられることになっている。

表 1 1988年全国各級普通学校基本情況(中国教育年鑑)
単位:万人

学校数 卒業 募集 在校
教職員数

(所) 生数 人 数 学生数 言十
其中:

専任教師

総 計 19859. 11 1281. 71 996.63 

一、普通高等学校 1075 99. 36 39.32 

1. 研究生 3.63 3.22 10.08 

2 本専科 55.35 66.97 206. 59 

国家任務 46.38 54.30 179.17 

委託養成所 4.27 6.31 16.71 

自費生 0.42 4.22 5.49 

幹部専修科 3.47 1. 67 4.07 

教師本専科 0.81 0.47 1. 15 

二、普通中等学校 104580 1548.62 1782.38 5246.82 468.43 338.95 

1. 中等専門学校 4022 59.57 77. 64 205.17 47.60 22.53 

中等技術学校 2957 39.22 54.05 136.82 37目 04 16.77 

中等師範学校 1065 20.35 23.59 68.35 10.56 5. 76 

2. 普通中学 91492 1407.79 1584.74 4761. 52 389. 67 295.96 

TRT 司 中 16524 250.56 244.27 745.98 55.69 

初 中 74968 1157.23 1340.47 4015.54 240.27 

3 農業、職業中学 8954 81. 01 119.59 279.37 30. 77 20.28 

τ惇古変1 中 7538 69. 19 101. 02 234.09 17.72 

初 中 1416 11. 82 18.57 45.28 2.56 

4 少年院 114 0.25 0.41 O. 76 0.39 O. 18 

寸"li:ム 793261 1930.34 2123.28 12535.78 614.24 550. 13 

四、特殊教育学校 577 O. 50 1. 33 6.31 1.77 1.19 

五、幼稚園 171845 1854.53 97.91 67.04 
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実際に識字事業は，次のように展開されてい 字が経済建設のために重要であることの意味を

る。 理解させる。青年及び婦人団体，労働組合の啓

1.中国政府の各部門，各界，住民に対し識 発活動に責任を持つ人々及び、学習者に対し動機

表 2 1988年全国各級成人学校基本状況(中国教育年鑑)
単位:万人

学校数 卒業 募集 在校
教職員数

(所〕 生数 人数 学生数 百十
其中:

専任教師

総 計 3013.38 

一、成人高等学校 1373 75.39 69.83 172.76 19.43 8.69 

1 ラジオ・テレビ大学 40 27.50 19. 19 45.38 2.42 0.97 

2. 職工高等学校 888 13.53 9. 62 28.80 8.16 3. 70 

3. 農民高等学校 5 。目 07 0.04 0.07 0.04 。目 02

4. 管理高等学校 171 2.60 3.25 6. 17 3. 78 1. 41 

5. 教育学院 265 10.12 12.39 27.62 4.99 2.57 

6 独立通信学院 4 1. 50 0.58 1. 21 0.04 0.02 

7目 普通高等学校開設

通信部 14.97 18.89 47.77 

夜間大学 5.10 5.87 15.74 

三、成人中等学校 57287 1188.92 1120.65 1231. 11 37.74 20.94 

1. 成人中等専門学校 5014 50.18 58.20 179.81 18.97 10.08 

中ラ等ジ専オ門・テレビ
学校 113 9.93 12.39 36. 61 0.81 0.34 

幹部中等専門学校 395 2.17 3.36 6.35 1. 43 O. 75 

職工中等専門学校 2098 15.50 19.90 54. 09 8.66 4.39 

農民中等専門学校 291 1. 73 3. 27 6.33 0.91 0.50 

教師研修学校 2117 20.86 19.28 76.43 7. 16 4.10 

2 成人中学 11294 76.00 87. 59 118.32 6. 37 4.17 

職工中学 6241 52. 36 58. 63 73. 67 5. 04 3.20 

農民中学 5053 23.64 28. 96 44. 65 1. 33 0.97 

3龍f成欄 40979 1062.74 974.86 932.98 12.4 6.69 

養成訓練
7536 284.22 196.58 207.58 5.55 3.15 

農学校民技術養成訓練 33443 778.52 778.28 725.40 6.85 3.54 

三、成人初等学校 185482 1305.84 1478.28 1609.51 14.81 6.97 

1. 職工初等学校 3069 20.90 24.97 29. 18 0.68 O. 30 

2. 農民初等学校 182413 1284.94 1453.32 1580.33 14.13 6.67 

其中:文盲班 144.23 158. 77 203.08 2.16 1. 13 
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を与え，学習を組織させた。農業部門と科学技

術部門の人々に対しては科学知識を識字後教育

と連携し，一般大衆が科学を学び，活用するこ

とを援助させた。農村における各学校は識字教

育の原動力であった。学校の教室を活用し，夜

間学校を開設，教員と学生を協力させた。一方，

退職教員，公務員を識字事業に参加させ，識字

学級に協力させた。

2.識字教育と初等教育，識字後教育の密接

な連携をはかり，学校を中途退学した児童，青

少年のための識字教育を開発した。これは教育

の普遍化と新しい非識字者の防止をもたらし

た。

3. 識字教育の内容は現実生活に対応し，そ

の要求に応えるものとした。中国における識字

教育の内容は一般大衆の生産と生活のニードを

内容としている。それと共に現代の課題である

政治教育，法律，イデオロギー，道徳について

の教育を行っている (6)。

このように中国における社会教育は，前述し

た識字者の成人教育と，非識字者の教育も含め

ていろいろ課題が残されている。経費(財政)

の面からみても，これらの成人教育事業をどう

実現するのか今後の大きな課題だといえるだろ

つ。

(5 ) 少数民族教育

中国にとって，少数民族の教育問題も，教育

改革の大きな課題の lつで、ある。 1988年におけ

る民族教育政策(7)は主に改革の深化を重視し

て，初等教育と職業技術教育の普及に力点をお

き，特に少数民族の言語(文字)教材の開発を

強化している。

それらを実現するために，民族地区調査研究

の強化をはかる。研究を通じて，民族地区の特

殊性にあった教育の改革の方針と政策を決め

る。特にチベット地区に対して，特別の措置を

もってのぞみ，チベット民族教育事業の発展に

ついて，チベットの特性を生かした教育管理体

制，学制年限，学力対策，教育内容等の改革を

行い，今世紀までの重点施策として基礎教育の

強化，師範教育の発展，職業技術教育と成人教

育の発展，高等教育の充実をはかるとしてい

る。

この少数民族教育も，現代中国のかかえる大

きな問題である。民族の独立運動・紛争が世界

のあちこちで持ち上がっている中で，民族の言

語・文化・伝統といった特殊性をどのように生

かしながら，国全体として統一していくのかと

いう課題が残されている。筆者らは， この夏に

インドネシアの教育事情を調査して回ったが，

この国ほど多民族・多言語，宗教の異なるとこ

ろはないほど複雑多様であった。だから「多様

の中の統一」が，国のスローガンになっていて

教育の普及にとって大きな課題をかかえてい

る。中国の教育改革にとっても少数民族の教育

問題はさけて通ることのできない課題だといえ

るだろう。

2. 21世紀の中国教育改革

(1 ) 教育改革の計画と展望

国家教育委員会は，来たるべき 21世紀の中

国教育について展望しているが，教育発展計画

の基本路線(8)について，次のように確認してい

る。

我が国の学校教育は，千万の教職員と 2億人

の学生を有する膨大な教育事業である。それに

在職教育，社会教育等も含めて全人民の一大事

業である。我が国経済と社会発展は，教育事業

に対して他方面の問題を提起した。教育事業の

発展は，経済発展の制約を受けざるを得ない。

両者は密接な関係にあって，共に調和的な発展

をとげなければならない。この計間的な事業

は，社会主義国家にとって特別に重要なことで

ある。十一期三中全会後，あらためてマルクス

主義思想の路線を確認し，党と国家の事業の重

点は経済建設の上に移した。本世紀末 21世紀

の初期にその戦略発展の目標を確立した。そし

て，経済と社会発展の戦略的研究と，中・長期

の明確な発展の見通しを立てた。「中共中央教

育体制改革の決定」は，我が国の教育事業の発

展についての全体像をえがいている。 1985年以

来，全国各地区に 15ヶ年の人材需要予測と教

育計画の事業を実施してからもう 4年を経過し
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た。この基礎の上に，国家教育委員計画事務窒

は，全国 15ヶ年教育計画研究を制定した。それ

によって，教育計画が進められている。

次に，これらの教育計画の基本的な事項につ

いて，取り上げてみたいと思う。

(2) 教育計画の原則

国家教育委員会教育計画事務室刊行の『面向

二十一世紀的中国教育』によれば，国の教育計

画の原則について，次のように述べている O

我が国の未来の経済と社会発展の戦略の目標

は，国情と教育状況の科学的分析及び教育発展

への客観的な規律にある。これらはすべて，教

育計画に依拠するものである。われわれが教育

計画を制定する原則は，未来展望(面向未来)，

需要への適応，系統的調和，効益視点，基礎の

重視，各地方による政策の進行条件に従って発

展を考慮する等の発展的条件によって定めると

している O これらの，基本原則についてみてみ

よう。

《未来展望》

未来の教育の重要な点は，今後 18年の聞に

養成される学生は， 21世紀の初期に生活する O

だから，未来の需要に適応しなければならな

い。教育自体の周期は長い， したがって学制改

革と学校の建設・成立と教員の養成等について

は10年計画で行う。我が国の基本は，社会主義

と現代化の実現という任務と，世界の技術改革

のきびしい挑戦に向かつて， 21世紀の前半のた

めに人材を育成する準備を進めなければならな

い。そのために，教育に高い標準を要求する。

人材需給の予測と教育発展計画の制定は，必ず

経済研究と社会的中・長期の発展への水準にお

かねばならない。産業の構造と国民の収入の分

配は，科学技術の基礎の上において同時に経済

と社会発展の水準の制限を受けなければならな

い。だから，教育部門の人々は経済研究及び教

育の需給を研究せねばならない。このようにし

て，教育は主動的に未来の需要に適用すること

である。

《需要に適応する》

「中共中央教育体制改革の決定」の要求は，各

部門，各種類の教育が，主動的に経済と社会発

展の多方面の需要に適応しなければならない

が， しかし教育の任務は社会主義現代化建設の

需要に必ずしも適応していなし、。そこで教育

は，つねに経済と杜会発展の需要に立脚しなけ

ればならなし、。異なる経済発展の水準，異なる

社会制度と社会発展の目的の下では，教育の需

要もおのずと異なる。経済と社会の発展は，そ

れに基づいて教育の規模，速度，水準，構造等

も発展する。国民の生産性 (GNP)は低く，発

達している国家と比べて 3，40倍の相違があ

る。需要の適応は主に実情の研究，科学的な判

断によって行われるが，教育計画の出発点もそ

こに根差している。

《系統的調和》

制定計画は，系統工程といわれている O 教育

計画もその例外ではなし、。最も基本的な要点

は，系統的観点に立つことである。系統的観点

は，マルクス主義の認識論に依拠している。事

物の弁証法的発展の法則を重視すること，また

われわれの，系統観念，系統思想はマルクス主

義の基本にかなうものである。経済と社会にお

ける人材教育の発展も，この系統的観念に即応

するものである O 教育計画は，教育内外他方面

の複合的な系統で実現されなければならなL、。

教育と経済社会発展は，各種各形式の教育つま

り高等教育や基礎教育，普通教育と職業技術教

育，職前教育と職後教育，学校教育と社会教育，

教育的投入と産出，教育事業の発展的な諸要

素，教師の資質，施設設備と経費等等，さらに

政策の決定，政策の要因，教育思想、等の他方面

が，それぞれ相互に関係しあい，相互に制約し

あって全体的にバランスをとり調和的統ーをは

かることが重要である。これまでの過去の教育

は， この点の配慮がかけていた。

《公益視点》

あらゆる思想、，文化，教育部門は，あらゆる

社会公益を自己の活動の唯一の目的としなけれ

ばならない。われわれは，教育の成果を考慮す

るならば，この公益視点は究極の目的である。

《基礎の重視》

21一(166)



現代日・中教育改革の動向と課題

「中共中央教育体制改革的決定について」で

は， 9年の義務教育を重視することになってい

る。 民族の素質を高めることは， 21世紀に向

かつての国家発展の一大事業である。これまで

の基礎教育は貧弱であり，質的にも量的にも低

下していた。小学校で解決すべきことは中学校

で，中学校で解決すべきことは大学でと，各段

階での教育を質的・量的・効率的に進めていか

なければならない。

《各地方による施策の進行》

教育の発展は，経済社会的条件の制約を受け

る。したがって経済水準の格差，民族・文化伝

統の格差，自然地理的条件の格差，基礎教育の

格差等を考慮して，各地方はこれらの条件に

よって施策を決め，押し進めることが重要であ

る。

《条件に従って発展を考慮する》

教育部門の責任は，教育法規によって管理

し，教育の発展は経費及び教師の質的条件が前

提である。条件によって発展を考慮するという

ことは，つまり教育的投資の効益と社会効益と

の統一的条件のもとで発展努力することであ

る。我が国では，経済と社会状況の格差が大き

く，また教師の資質，施設設備，経費等の条件

は，地方によっていろいろと格差があるO した

がって中央の政策・方針の研究体制と地方の教

育条件の実情と連携統合して教育の発展を考慮

することが重要で、ある。

以上あげた 7つの点が，中国の教育改革を考

える場合の基本原則である。次に，それではこ

のような教育計画の基本原則にしたがって，ど

のように教育改革を推し進めて行こうとしてい

るのか，その戦略についてみてみよう。

(3) 教育発展の戦略

教育は「長期の行為の典型」であるとする考

え方を基礎に，教育の発展的戦略をうちだして

いるが，その発展的戦略は政府の政策，社会の

影響に関係が深く，特に基礎教育の結果は何十

年もの長期の聞に次第に現れてくるものだとし

ている O だから，そのための研究と実地は比較

的重要な教育の戦略であるとしている。

国は党の十三大の提出した「百年大計，教育

為本」をもとに，教育改革の戦略を計画してい

るが， この教育改革の構想はこれまで以上に重

要視されるようになった。 1988年 5月に，国務

委員教育工作検討小委員会が提出した「我が国

教育発展戦略，方針政策，発展計画的構想J(意

見書)は， 21世紀に向けての教育改革の骨子が

述べられているO 社会主義の初級段階における

教育の歴史的使命として，以下の 4点が重視さ

れている。

① 社会主義初級段階では，生産力の発展は

すべて仕事中心である。社会生産力発展に有利

かどうかは，われわれは一切の問題を考慮する

出発点と一切の仕事の標準を検査する根本的標

準である。したがって教育事業を考慮すること

は，必ず生産力を発展させるための必須任務で

ある。それは，社会主義現代化を実現する中心

任務である O

教育の目的は，労働力的素質と専門的人材の

養成であるが，その他に人民の精神的文化的な

養成と満足を与えることも重要で，それは崇高

な社会目的でもある。

② 我が国の生産力はまだ遅れているので，

21世紀の中頃までに中等発達国家の水準に達

するという高い要求を打ち出す。現在は経済水

準は低いが， 21世紀の中頃までに GNPは中等

国家の水準に達し，基本的には現代化を実現す

る。これが高い要求である。

③ 上記の目標をなにによって実現するか，

重要なことは 21世紀の我が国の人的素質にか

かっている。経済の二つの生産要素は投資と人

力である。人的素質を高めるのは，正に教育の

任務である。

④百年大計，教育為本。今から 21世紀の前

半までに高質の労働者を育成し，世界で一流の

競争力に対抗しうる労働力をもっという一点に

集中する。一流の基礎教育を行い 21世紀を迎

えることは，われわれにとって厳しい挑戦であ

る。

3.教育改革の課題

これまで，現代中国の教育改革についてみて
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きた。改革の中心課題は，社会主義建設と経済

発展の基礎に教育を重視するということであっ

た。この目的実現のために，教育改革の構想、を

うちだし，国を上げての一大教育事業を展開し

ようとしている。千万人の教職員と二億人の学

生をかかえたこの膨大な教育事業は，その規模

からみて教育改革の構想どおり改革していくの

はなみたいていのことではなし、。構想どおりい

かないのが現実である。その中からいくつか課

題だと思われることを若干挙げておきたい。

第一点は，教育法の法制化とその実施の課題

である。 1986年に，中華人民共和国義務教育

法(9)が施行された。それによると「国は，九年

制の義務教育を実施する。(以下省略)J (第二

条)と定め， I国家，社会，学校および家庭は，

学齢期の児童，少年の義務教育を受ける権利

を， 1:去の定めるところによって保証しなければ

ならないJ(第四条)としているO そして「地方

の各級人民政府は，小学校，初等中学校を合理

的に設置して，児童，少年が近くの学校に入学

できるようにするJ(第九条)となっており，す

べての児童，少年に教育権を保障している。し

かし，現実に，義務教育を普及させるにはいろ

いろな問題をかかえている。

たとえば，経済の発展している沿岸地区と経

済の立ち遅れている内陸農村地区とではかなり

のひらきがある。しかも，就学の点からみても，

小中学生の中途退学が多く問題となっている。

「この中途退学者増加の原因としては，私営企

業・個人営業者が法律を無視して 16年未満の

児童・生徒を雇用していること，親が目先の利

益に囚われて子供を見習工にしたり，商売，家

事の手伝いをさせていること，学校教育が単調

で教材も陳腐であり実際とかけ離れているため

に嫌学現象が起きていること，義務教育にも拘

わらず高い学費や授業料を教育経費の不足のた

めに徴収している所があり家計の負担となるた

め親がやめさせていること，留年者が依然とし

て多いことなどが挙げられているJo(10)義務教

育法第 11条には「父母または保護者は，学齢に

達した子女または被保護者を所定の時期に入学

させ，所定の年限の義務教育を受けさせなけれ

ばならない。……いかなる組織または個人であ

れ，義務教育を受けるべき学齢の児童，少年を

募集し，就業させることは，これを禁止する。」

となっており，さらに第 15条では「……学齢期

の児童，少年で，義務教育をうけるために入学

しない者については，地元の人民政府がその父

母または保護者を批判，教育し，その子女また

は被保護者を入学させるよう有効な処置をと

る。学齢期の児童，少年を募集して，就業させ

た組織または個人については，地元の人民政府

がこれを批判，教育し，その募集，採用を停止

させる。情状の悪質なものに対しては，なお罰

金を科し，営業を停止させるか，営業許可書を

無効にすることができる。」となっている。こう

した条文の背景には，先に述べた問題が存在し

ていることをものがたっている。こうした諸問

題をいかに克服していくのか，今後の課題であ

る。

第二点は，教師の待遇改善と質の向上であ

る。そのことは，前述した通り教師の社会的地

位も含めて，教育改革の重要課題のひとつであ

る。義務教育法第 13条には，師範教育の強化，

教員の養成，教員の資格の検定制，教員の教育

事業への奨励等がうたわれている。第 14条に

は， I全社会は教員を尊重しなければならない。

国は，教員の合法的権益を保障し，教員の社会

的地位の向上と教員の物質的待遇の改善のため

の措置を講じ優秀な教育関係者を表彰する。

……」と規定している O 教育の量的拡大から質

的拡大へ改革をおし進める上からも，教師の質

の向上は不可欠のものである。 1987年 11月，

国務院は「中小学校教師の給与待遇の向上に関

する通知」を出し，小中学校教師と幼稚園教師

の現行の給与標準を 10%高めるように規定し

ているが，それにもかかわらず，小中学校教師

が退職して個人営業で商売を始めたり，また優

秀な教師が企業Ie:slき抜かれるということがあ

とをたたないといわれている O 国家統計局の試

算でも小中学教師の月平均給与水準は，調査し

た 12の職業の中でも第 11位で，経済的地位は
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低いとされている。また， i教師の日」が制定さ

れでも，依然として社会的地位は低いといわれ

ている。

これらの実情を具体例でみてみると，たとえ

ば「広東省の中山市と東莞市では 1988年にそ

れぞれ 400人余り， 800人余りの教師が退職し，

広東省のある地区では 88年に 800名の教師が

離職したために 148カ所の学校が臨時閉鎖し，

3000名の学生が学校に行く機会を失い社会不

安を引き起こしている。上海市でも 87年には

小中学教師の 200名余りが自費出国留学し，

400人余りは他の系統の職業に就き， それらの

大多数は学校の中心的教師であった。このよう

な状況の中で，天津市の教師に対するサンプル

調査では， 57%が普通教育関係で仕事を続ける

ことに不安を持っていることが示されている。

1984年 9月から 87年 9月までの 3年間で退職

した中学教師と教職に就かなかった高等師範院

校本科卒業生は合わせて 13万人に達する O 同

時期，初級中学を退職したり，師範専科学校卒

業で教師にならなかった者は 17万人に達して

いる (11)J。加えて，師範院校入学志望者の減少

傾向が追いうちをかけている。これらの問題

は，教育改革の上でどうしても解決しなければ

ならない重要課題である。

第三点は，教育経費の問題である。これは，

もっとも重大な課題である。教育改革構想を全

体的に実現するには，財政的な裏付けがなけれ

ば不可能である。先にあげた，教師の待遇改善

にしてもしかりであるO

義務教育の改革，高等教育の改革，成人教育

の改革，少数民族教育の改革，非識字者教育改

革等の膨大な改革に必要な教育経費の捻出は，

国にとって最重要課題であるo 11985年の統計

によれば国民総生産に占める教育経費の比率は

2.34%であり， 81年の 19の発達国家の平均

5.5%， 134の中程度の発達国家の平均 4.1%と

比べても低い。さらに，国民所得に占める教育

経費の比率も 2.7%で発達国家が 6-10%，大

多数の国家が 3-5%であるのに比べて低い。

また，国家財政総支出に占める比率も大多数の

国家が 15%前後であるのに対して中国で

9.98%である。加えて一人当たりの平均教育事

業費が世界の最低のレベルにあること，長年の

高等教育優遇政策によって小学:中学:大学の

1人当たりの教育経費の比率が 1976年で 1

2.6 : 107， 82年で 1: 2.8: 63と極端な差があ

ることである。今後これらの教育経費の増加，

しかも義務教育段階によりお金をかけるという

問題を克服していかなければならないのであ

るJo(12) 

H 現代日本の教育改革

1. 日本の教育制度の特質

(1) 近代学校制度の成立

日本における近代的教育制度の基礎を定めた

のは， 1872 (明治 5)年である。「学制」を頒布

して，国家の独立の維持と欧米列強なみの国家

にするための「近代化Jの実現を最大の課題と

し，それを担うにたりる人材の育成を求めて教

育に大きな期待をかけた。

まず，中央集権的教育行政を採用し，中央教

育機関としての文部省が全国の教育行政を統轄

するように定めた。そして学区制をしいて全国

を8つの大学区に，各大学区を 32の中学区に，

さらに各中学区を 210の小学区にわけた。この

学区制は文部省の統轄の下に，学校設備の基

準，地方教育行政の基礎単位でもあった。

学校は，単線型学校制度を採用した。小学校，

中学校，大学の三つの階梯で編成し(別枠とし

て師範学校がある)，小学校から中学校，中学校

から大学へ進学できるとした。この単線型学校

制度は，日本の教育制度の特質を形作っていく

のである(13)。

学制の雄大な教育改革は，学校教育の急速な

普及を図ったがために，財政難と国民への教育

費の過大な負担等もあって困難をきたしたが，

その後の教育改革によって学校教育制度は普及

の度を高めていった。 30年後の 1902年には，

小学校への就学率が 90%を超え， 50年に近い

1920年には 99%とほぼ完全就学を達成してい

る。それに続いて中学校への進学率も上昇し始
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め， 1940年には 25%と4人に 1人という割合

になっている。こうした進学率上昇の傾向は，

第二次大戦後の学制改革やその後の高度経済成

長等によっていっそう加速された。こうした結

果，現在では小・中学校等の義務教育段階で

は，ほぼ 100%の就学率を達成している。なお，

高等学校への進学率も上昇して，現在では 95%

の進学率になっている。さらに大学などの高等

教育への進学率は 38%となっており，進学志

望の増加とはげしい受験競争の昨今からして，

今後ますます上昇していく傾向にある。また，

就学前教育つまり，幼稚園と保育闘を含めた在

籍率は 90%であり，教育の内容はともかく，教

育の普及率は世界でも有数のレベルに達してい

るO

このように日本の学校教育は， 100年余りの

聞に大きな進歩をとげたのである。この進歩の

理由は，明治以来の政府が教育制度の整備にそ

うとうの力を入れてきたこと，また国民がこれ

を全面的に支持しそのための犠牲をいとわな

かったことが上げられるだろう。政府は国家の

形成や社会経済の発展に教育が重要な役割を果

たすということをいち速く見抜き，学制を発足

させて以来公教育投資に異常といわれるほど高

い割合で支出してきた。現在でも，政府歳出に

占める教育支出の割合は先進諸国の中でも最も

大きい部類に入るといわれている。国民経済計

算(新 SNA)に基づく政府最終支出に占める教

育目的支出の割合は，約 37%でベルギーと並

んで際立って高いといわれている O まさに教育

立国の感がある。国民の日郎、教育関心もさるこ

とながら， 日本はある意味で学校(教育)が社

会の近代化をリードしてきたともいえるだろ

つ。
(2) 私立学校の発展

ところで，国立学校の供給が，国民の教育需

要に追いつかないのが日本の現状である。とり

わけ後期中等教育や高等教育については，私立

に依存する度合いが高い。たとえば，大学では

72%，短大が 90%，専修学校が 93%，各種学校

が98%と大半が私立に依存している。表3は，

1990年の文部統計要覧(14)から国・公・私立の

学校数を取り出して一覧表にしたものである。

この表からもわかるように，小・中・高等学

校では国公立の学校が圧倒的に多いのに対し

て，後期中等教育，高等教育は私立が圧倒的に

多い。高等教育段階の私学在学者は 75%で，先

進諸国の中では際立って高い割合を占めてい

るO 先にも上げた，中国の高等教育優遇政策と

は対照的である。この「私学発展の理由として

は，いわゆる後発効果があげられる。これは遅

れて近代化を開始した国ほど新しい知識や技術

を身につけた学校出が重用されるため，人々の

聞に学歴主義的傾向が強まる。ところが，財政

基盤が弱L、政府は急激に肥大する進学欲求を充

たすだけの学校を供給することができなし、。こ

こでとくに国公立学校が不足しがちな上級学

校の段階について，私立学校が急速に発達す

る(15)Jということである。

このように， 日本の教育は民間の学校に依存

する程度が大きし、。このことは，国民の教育権

が国家によって保障されるという観点からみる

といろいろと問題があるといえるが， しかし一

万，学校教育が民間に依存する割合が大きいと

いうことは，学校教育が公立独占をなくし，い

い意味での学校聞の競争を促す効果を有してい

るO 私立は生存のために競争を強いられるだけ

でなく，公立学校の効率性を測る尺度ともなる

といわれている。

(3) 単線型学校制度

前述したように，日本の学校体系は単線型で

ある。 1872年の「学制」頒布以来，学校聞に区

別(複線型化)を設けないことを原則にして単

線型を志向したのである。それに日本は普通教

育志向が強く，学校での職業教育訓練が行われ

ることは少な ~'o 日本の学校教育は，あまり職

業教育に力を入れていない。日本の経済がこれ

まで発展してこれたのは，むしろ企業内教育の

充実が上げられる。学校教育は基礎・基本に徹

してきたのである。

1900年には，全国民を対象とした尋常小学校

制度が完成され， 1943年の中学校令によって中
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表 3 1990年日本の学校数・在学者数・教職員数(文部省統計要覧)

国・公・私立合計

在学者数 教 員 数
職員数

区 分 学校数 本 務 者
男女合計 計 兼務者 (本務者)

計 男 女

言十 65，529 26，349，707 1，703，436 1，361，434 779.207 582，227 342，002 448，884 

幼 稚 園 15.076 2，007，964 109.753 100.932 6. 318 94，614 8.821 21. 078 

学 校 24.827 9.373.295 452，849 444.218 185.030 259. 188 8.631 105.976 

中 弓叫三 校 11. 275 5，369，162 305.951 286.065 182.058 104. 007 19.886 41. 406 

I司回 等 学 校 5，506 5.623.336 346.278 286.006 227.341 58.665 60.272 65，018 

富 点寸主ニ，.・ 校 70 5.599 3.666 3.381 1. 979 1. 402 285 2.020 

聾 学 校 108 8.169 4，828 4.605 2.226 2.379 223 2.280 

養 護 戸ザ主l与h 校 769 79. 729 37， 523 36.812 17.060 19.752 711 11. 049 

高等専門学校 62 52. 930 6.340 4.003 3.945 58 2.337 3.382 

短 期 大 学 593 479.389 54. 244 20.489 12.671 7，818 33. 755 12.621 

大 学 507 2，133，362 213.951 123.838 112.439 11. 399 90. 113 160.496 

(大学院) (313) (90，238) (54，206) (51， 987) (2，219) 

専 修 戸イ斗4二与 校 3，300 791. 431 123.794 31. 773 16.102 15，671 92，021 14，946 

各 種 戸ず主ι与 校 3.436 425.341 44.259 19.312 12.038 7.274 24.947 8.612 

..守 _--------司昨年一 『陣〒司同開園圃ー榊---- 一_--------品晶巴 .. 例ーーーーーーーー・“凶 4・ーーーー..ー・ーー -------ーーー・ーーー

'03ij掲7
1. 375 463 2.917 379 高等学校 84(72) 166.986 4. 755 1. 838 

9( 9) 32.367 932 22 20 2 910 74 

大学 13(12) 135.176 3，531 77 66 11 3，454 504 

ーーーー ，一帯..守一ー. ーー 一一一一...

盲f再・掲聾7・養護学校 947 93.497 46，017 44. 798 21. 265 23.533 1. 219 15，349 

三f司主T 等 教 育 1. 162 2，632，459 274.535 148.330 129.055 19.275 126.205 176.499 

(注)1. 1990年5月1日現在である。

2. ['学校数」は，本校と分校の合計数である。

3. ['在学者数Jは，①盲学校，聾学校，養護学校は，それぞれ幼稚部・小学部・中学部及び高等部の

合計数である。②高等学校は，本科・専攻科・別科の合計数である。③大学，短期大学は，学部，本科

のほか大学院・専攻科・別科・その他の合計数である。

4. ['大学院」は，大学の再掲で，学校数欄は大学院を設置する大学数，在学者数欄は大学院(修士課

程・博士課程)の学生数及び教員数の本務者欄は大学院担当者(大学院を本務とする教員を含む)数

である。

5. (別掲)通信制の「学校数」欄の( )内は，併設校数(内数)である。

6. ['高等教育jは，大学(大学院を含む。)，短期大学及び高等専門学校(4・5年生)の合計数であ

る。

学校の一元化(普通教育と実業教育，男子教育 の達成をみ，第二次大戦後の六・三学制が発足

と女子教育の聞に教育内容に違いはあっても) して以来今日に至まで単線型の学校制度をつづ
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けてきた。このように， 日本が近代化の過程で

いち早く単線化型を志向したのは，国民的統合

の強化を急ぐ政府当局側の政策もさることなが

ら，それ以上に人並みのコースを履修したいと

いう国民の側の強い要求があったためと考えら

れる。こうした一般教育重視の傾向は，高等教

育段階まで持ち越されている。

( 4) 義務教育の水準と学力

日本の義務教育の水準は高く， しかもパラつ

きが少ないということがいわれている。国際教

育到達度評価学会(IEA)が 1964年に実施した

「国際数学教育調査J.同じく 1970年に実施し

た「国際理科教育調査」などの結果によると，

日本は欧米先進諸国と比べて平均点が高いだけ

でなく，分散が小さ~¥)長でも際立っているとい

われている。

教育調査に現れた数字で見る限りでは，得点

が高いのかもしれないが，高得点の背景を見れ

ば必ずしも日本の子どもの優秀さを意味するも

のではない。たとえば，学校へ通っている通学

日数は日本が 240日であり，アメリカが平均

178日， イギリスの初等教育が 200日， フラン

スの小・中学校が 180日，メキシコが 190日カ

ナダも 200日以下である(16)。これからして分

かるように，日本の子どもたちの学校での教育

活動の日数が断然、多いこと，その分勉強させら

表 4 1990年日本の学校数(文部省統計要覧)

区 分 全学校数 国立 公立 私立

計 65，529 622 46，843 18，064 

幼 椎 園 15.076 48 6.243 8. 785 

学 校 24.827 73 24.586 168 

中 寸位こt 校 11. 275 78 10.588 609 

Eτ司杢T 等 寸主注主こ占: 校 5.506 17 4.177 1. 312 

I目三ご 《弓主」ニ与 校 70 67 2 

聾 学 校 108 l 106 

養 護学 校 769 43 712 14 

高等専門学校 62 54 4 4 

短 期 大 学 593 41 54 498 

大 員ザit与 507 96 39 372 

(大学院) (313) (95) (23) (195) 

専 修 片寸主二与 校 3.300 166 182 2.952 

各 種 学 校 3.436 4 85 3.347 

--OjiJ:掲~r一一 -_--_ーーーーーーー

高等学校 84(72) 67(62) 17(10) 

9( 9) 9( 9) 

大学 13(12) 12(12) 

盲I再・掲聾7 
-養護学校 947 45 885 17 

TI司T 等 教育 1. 162 191 97 874 
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れているとしたら他の国に比べて学力が高くな

るのは必然であろう。加えて，大半の子どもた

ちが学習塾や家庭教師について勉強しているこ

とも合わせれば，学力の水準が高くなることは

しごく当然の結果であるO 優秀というよりも，

勤勉さのおかげかもしれない。

むしろ今日， これらの過剰なまでの学習産業

に子どもたちが駆り立てられて，教育の加熱に

おかされているという弊害も出てきているので

ある。このことについては後述する教育改革の

ところでふれることにして， ここでは理由はど

うあれ， 日本の義務教育段階で、の教育水準の高

さを指摘しておきたいと思う。

(5) 教育制度の長所・短所

教育制度の日本的特質の中で，長所といえる

点からみてみたい。そのことについては，外国

人研究者たちによって指摘されている日本の教

育システムのもつ利点を取り上げてみよう。

① アメリカなど中等教育の大衆化が日本と

同じくらい進んだ国に比べると，カリキュラム

のレベルが高い。もっとも， ヨーロッパのエ

リート的性格の強い中等学校に比べれば，知的

教科の要求水準が高いとはいえないが，少数の

科目に特化することがなく，芸術・体育・道徳

などを含むバランスのとれた内容となってい

る。また，前述したとおり，年間の授業日数が

欧米諸国よりもはるかに多く，精密な学習スケ

ジュールとなっている。

② 教員は平均主義的で，英才の教育よりは

学級全体のレベルアップを重視する傾向が強

く，すべての生徒を公平に扱うように努めてい

る。諸外国と比べて相対的に社会的地位も高

く，身分も安定し，給料も悪くない。彼らは授

業に熱心なだけではなく，校外の生徒指導を含

む広範な役割をこなしており，その点で国民か

ら尊敬されている。職業的自律性や学校運営上

の発言力も強く，自信と誇りをもって仕事に打

ち込んでいる。

③ 日本はフランスと同様単一国家であるた

め，アメリカや西ドイツなど連邦国家とは異な

図3 日本の学校系統図 (1976年)

年
齢

中 寸旦zー. 校

ィ、 学 校

-ー」
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り，中央政府が学校教育の基準を定めているう

えに，大幅な国庫補助によって地方自治体の財

政能力が驚くほど均等化されている。それに加

えて公立学校の運営は実質的に都道府県を単位

とする広域事業として行われている。その結

果，教育条件の地域格差が著しく小さく，教育

課程，教育施設・設備，教科書，教員の資格や

給与，在学者一人当たりの教育支出水準など，

すべて全国的にほぼ同一水準にある。

④ 生徒の家庭的背景が比較的同質なため生

徒も割合均質的で，学習のレディネスもできて

いる。欧米諸国と比べれば，概しておとなしく

規律正しいため，教員は学級の秩序維持に大わ

らわになることなく，授業活動に専念できる。

そのうえ，生徒が学級委員や当番として教職員

を助けてくれるので，それだけ学校運営も効率

的となる(17)。

以上が外国人研究者の指摘である。このよう

に，日本の学校教育は，均一性，均等といった

「平等主義」的傾向が強い。公立学校，それをさ

さえる教育行政当局も合わせて， この平等志向

が強い。能力主義的傾向は皆無というわけでは

ないが， この能力主義的傾向はむしろ私立学校

や学習塾の方に存在しているO この平等主義と

並んでよくいわれることは「画一主義」である。

これも日本の学校教育の特質のひとつで、ある。

外国人研究者の指摘は利点として上げている

ようだが， しかし考えてみるとそれは一面欠点

にもなりうるのである。たとえば，平等主義は

個性化(個性主義)を妨げるし，画一主義は多

様性・独自性(個別性)を之しいものにしてし

まう。後にふれる臨教審答申は，そのことに言

及しているのである。

考えてみるに，長所・短所といわれるものは

わりあい表・裏の関係にあるものである。国民

が子弟の教育に熱心であればあるほど，他方で

は進学競争を加熱化させ受験産業をはびこらせ

る原因にもなる。この受験勉強がもたらす弊害

はいろいろ指摘されているが，そのことが一万

では勤勉・努力の習慣，自制心・忍耐力を培っ

ているとしたら，無意味な浪費だとも言い切れ

ない。また，個性の伸長・創造性の緬養を妨げ

る平等化・画一化といっても，児童・生徒の平

均学力を引き上げる上では効率的であり，落ち

こぼれを少なくすることに役立っている点もあ

る。なお，教育の画一化は，行政的には教育条

件の地域間格差を縮小し，全国的に高い教育水

準を保つことにも役立っているのである。

しかしそのことも程度の問題であって，現代

の教育の現状は平等化・画一化の問題点の方が

種種の問題状況を生み出している。同時に進学

競争の激化も，様々な問題を派生させている。

それに加えて，毎年 12万前後の高校中退者，毎

年 3万前後の登校拒否児，また校内暴力，青少

年の非行・いじめといったことが問題になって

いる。これらの教育病理現象は，現代日本の教

育に突き付けられた大きな問題である。日本の

教育改革を考える場合，以上取り上げた日本の

教育制度の日本的特質と現状を把握しておく必

要があろう。そこに立脚して，日本的教育改革

が行われるからである。

2. 臨時教育審議会の教育改草

(1) 教育改革の基本方向と主要課題

1984 (昭和 59)年8月内閣総理大臣は，総理

府に臨時教育審議会を置き「社会の変化及び文

化の発展に対応する教育の実現の緊要性にかん

がみ」我が国の教育改革について諮問した。こ

の諮問を受けて臨時教育審議会は， 21世紀に向

けて，創造的で活力ある社会を築いていくため

の教育改革の基本的方向について審議を行い，

教育改革に関する第一次答申(1985，昭和 60年

6月)，第二次答申 (86年 4月入第三次答申

(87年 4月)，第四次答申 (86年8月)を提出し

fこ(18)。

答申は， 日本の教育改革を，第一の教育改革

(明治 5年の学制公布以降)，第二の教育改革

(第二次大戦後)ととらえ，今回の答申を第三の

教育改革としている。そして今次の教育改革

は，教育基本法の精神にのっとって進められる

ものであるとし， I本審議会は， この趣旨に従

い，個人の尊厳を重んじ，個性豊かな文化の創

造を目指す教育を現実の教育の営みのなかで実
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現することを願い，また，伝統文化を継承し，

日本人としての自覚に立って国際社会に貢献し

得る国民の育成を図ることを目標とした。この

目標に向けて，教育の現状を踏まえ，時代の進

展に対応し得る教育の改革を推進するための基

本的な考え万として，以下のように考えた。こ

のうち， r個性重視の原則」は，今次教育改革で

最も重視されなければならないものとして，他

のすべてを通ずる基本的な原則とした(19)0 Jと

改革の基本的な考え方を打ち出し，次の主要項

目を上げている O

CI個性重視の原則 ②基礎・基本の重視 ③ 

創造性・考える力・表現力の育成 ④選択の機

会の拡大 ⑤教育環境の人間化 ⑥生涯学習体

系への移行 ⑦国際化への対応 ⑧情報化への

対応

そして，本審議会の主要課題として，次のよ

うなことがらを上げている。

1 21世紀に向けての教育の基本的な在り方

①教育の目標 ②教育の歴史と現状の分析

③教育の未来展望

2 生涯学習の組織化・体系化と学歴社会の

弊害の是正

①学歴社会の弊害の是正 ②生涯学習体制の

整備 ③学校教育の活性化 ④家庭・地域の教

育の活性化

3 高等教育の高度化・個性化

①高等教育機関の多様化・個性化 ②学術研

究の在り方と大学院 ③高等教育機関の組織・

運営

4 初等中等教育の充実・多様化

①教育内容の基本的在り方 ②学校制度 ③ 

徳育 @健康教育 ⑤障害者教育 ⑥学級編成

など教育諸条件

5 教員の資質向上

6 国際化への対応

7 情報化への対応

8 教育行財政の見直し

①教育における官民の役割分担 ②教育にお

ける国・地方の責任と役割分担 ③学校の管理

運営の在り方 ④教育費・教育財政の在り方

第一次答申では，当面の具体的改革提言を

行っているが，それは学歴社会の弊害の是正と

受験競争加熱の是正についてである。前者で

は，学歴社会の弊害は今日の教育・学習システ

ムのみならず，社会慣行や人々の行動様式に深

く根ざしていることから，生涯学習社会の建設

を目指すなかで，長期的な点に立って解決され

る面が大きいとしている。それとともに，学校

教育面，企業・官公庁の採用なと、三つの面から

総合的に是正策が展開されなければならないと

している。後者については，①大学入学者選抜

制度の改革(各大学の自由にして個性的な選抜

と国公私立の共通テストの実施等)と，②機会

の多様化・進路の拡大(大学入学資格の自由

化・弾力化， 6年制中等学校の志向，単位制高

等学校の実現等)にって提案している。この中

で，すでに改革されているものもある。たとえ

ば，修業年限3年以上の高等専修学校の卒業者

に大学入学資格を付与したことや，新しいタイ

プの単位制高等学校の実施等である。大学入試

については，各大学が推薦制度，社会人入学制

度等を行うなど，充分とはいえないまでも，い

くつかの入試改革が行われている。

(2) 21世紀のための教育の目標

今次の教育改革は，教育基本法の精神を我が

国の教育土壌にさらに深く根付かせ， 21世紀に

向けてこの精神を創造的に継承，発展させ，実

践的に具体化していくことでなければならない

として， 21世紀のための教育目標を現段階でま

とめると次ぎの通りだと指摘している。

1.ひろい心，すこやかな体，ゆたかな創造

力

徳育・知育・体育の調和の中に，真・善・美

を求め続ける「ひろい心Jと「すこやかな体」

の育成。また，芸術，科学，技術等のあらゆる

分野において， Iゆたかな創造力」の開花。

2. 自由・自律と公共の精神

自ら思考し，判断し，決断し，責任を取るこ

とのできる主体的能力，意欲，態度と公共のた

めに尽くす心，他者への思いやり，社会奉仕の

心，郷土，地域，国を愛する心，社会的規範や
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法秩序を尊重する精神の函養， 自分と異なる異

質性・多様性への寛容の心の育成。

3.世界の中の日本人

我が国が，平和と国際協調と相互依存関係の

中に生き続けていくためには，日本人が国際社

会において真に信頼されることがまず必要であ

る。そのためには，第一に，広い国際的視野の

中で日本社会・文化の個性を自己主張でき，か

っ多様な異なる文化の優れた個性をも深く理解

することのできる能力が不可欠である O 第二

に，日本人として，国を愛する心をもっととも

に，狭い自国の利害のみで物事を判断するので

はなく，広い国際的，地球的，人類的視野の中

で人格形成を目指すという基本に立つ必要があ

る。

この，臨教審答申で議論になった点は，改革

の基本としての「個性重視の原則」と教育目標

としての「創造性の開発」であった。個性重視

の原則については，教育の自由化論争から始

まって，個人主義，個性主義の論議，結局は個

性主義に落ち着いた。個人の個性化と集団の個

性化の指摘もあるが，両者の関係に論及がなく

暖昧になっていること。また，個性化よりも社

会化を重視すべきだという意見と，個性化と社

会化とのバランスの問題も指摘された。

また，創造性の開発については，これまでの

わが国の教育は先進国への追いつきを急ぐあま

り，記憶力中心の詰め込み教育という傾向が強

かったが， しかしこれからは自分の頭で考え，

創造し，表現する能力が重要で，あらゆる分野

で豊かな創造力の開発が必要であるとしている

が，創造性についての議論が之しいこと，そも

そも創造性は教えられるのか，日本人ははたし

て創造性が之しいのか，個性化と独創性の関

係，創造性開発カリキュラムは学校教育で可能

なのか，その具体的方策が明確でないことなど

が指摘されている O

(3 ) 生涯学習体系への移行

生涯学習体系への移行を目指し，人生の各段

階の要請にこたえ，新たな観点から家庭教育，

学校教育，社会教育など各分野の広範な教育・

学習の体制や機会を総合的に整備する必要があ

るとして，次の点、が強調されている。

ア 生涯学習の原点として，家庭の教育力の回復

に努める。また，青少年の教育の場としての地

域の役割を重視するとともに，高齢化，成熟化

などの社会の変化に対応して，職業能力開発の

充実，婦人や高齢者のための学習機会の整備に

留意する。

イ 学校は生涯学習のための機関としての役割

をt旦っている。

この観点から，初等中等教育段階において

は，基礎・基本の徹底，自己教育力の育成，教

育の適時性等に配慮する。また，学校教育にお

いて職業教育を振興する。

さらに，大学等の高等教育段階においては，

専門分野の知識・技術の習得の徹底，幅広い思

考力の育成等に留意し，教育機関としての機能

を活性化する O

ウ 社会や経済の諸変化に対応し，大学，高等学

校等を社会人が学習できる場として整備する。

このため，入学，入学資格の自由化・弾力化の

方向に沿ってシステムの柔軟化などについて

検討を進める。それとともに，学習の成果が活

用されるよう留意する。

さらに，生涯学習体系の中で家庭・学校・地

域などの教育の各分野の役割や責任を明確にす

るとともに，相互の連携を図ることが必要であ

るとして，生涯学習のための家庭・学校・社会

の連携について次のように述べている。

ア 学校教育の役割の限界を明確化し，家庭や地

域の教育力の回復と活性化を図る。

イ 学校五日制への移行などについて検討する。

ウ 学校の機能や場を地域住民に開放すること

を推進する。また，大学等による地域住民に対

する学習サービスの充実に留意するとともに，

産業振興に関する教育・研究を実施する地域

センターの設置について検討する。

エ 社会教育行政については，生涯学習体系への

移行という観点から，新しい時代の状況に対応

するよう，社会教育に関連する法令を含め総合

的に見直す。
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また，大学等の学校教育との効果的な連携を

図りつつ，職業能力開発を総合的に推進する。

オ 人々の学習への動機や意欲を高めるため，公

開講座の単位認定など学習に対する奨励措置

を検討する O

カ 生渡学習関係の事業について，民間の活力の

活用を図るとともに，生涯学習に関する施策が

効率的に行われるよう，各種施策の調整・連携

を強める。

このうち，イの学校5B制については，今年

(92年)の後期から実施する運びとなっている O

審議会はさらに，生涯を通じて行われる学習

の成果が適切に生かされるような，総合的かっ

有機的な生涯学習のためのシステムをつくる視

点、から評価の多元化を提唱している。その基本

は，学校における偏差値偏重，社会における学

歴偏重の評価を改めて，個性重視の観点から評

価の多元化を図ることであるとしている。

そして，情報化，国際化，成熟化，高齢化な

どの社会の変化およびそれに伴う高学歴者の増

加や雇用の多様化に対応するために，基本的観

点から評価の多元化と制度の弾力化を図ってい

くことが必要であるとして，次の点を指摘して

いる。

ア 企業・官公庁においては，新規学卒者に偏る

ことなく，多様な人材に門戸を開放し，中途採

用などを円滑化することが求められる。このた

め，専門職，技術職を中心に，過去の業績や職

歴，学習歴の適切な評価や，業界などにおける

広範な職業能力評価システムの導入を促進す

る。

イ 在職者が一時的に職場を離れて行う教育訓

練の成果を適切に評価し，その昇進，昇格の経

路などの多様化を促進する。

ウ 専修学校卒業者の採用や処遇に当たって，相

当する後期中等教育・高等教育機関としての

取扱いがなされるよう改善に努めることや，高

校生を対象とする技術等の検定の実施など，職

業教育の社会的評価を高める方策を進める O

エ 地域におけるボランティア活動など自発的

学習活動の充実を目指して，専門的な知識や技

術の習得を希望する人々に対する研修フ。ログ

ラムを準備する。

また生濫学習体系への移行としての生涯学習

の基盤整備をどう進めて行くのか，その方策と

して答申は二つの点を指摘している。一点は，

生涯学習を進めるまちづくりである。生涯学習

社会にふさわしい，本格的な学習基盤を形成

し，地域特性を生かした魅力ある，活力ある地

域づくりを進める必要があり， このため各人の

自発的な意思により，自己に適した手段・方法

を自らの責任で選択するという生涯学習の基本

を踏まえつつ，地方が主体性を発揮しながら，

まち全体で生涯学習に取り組む体制を全国に整

備していくこと，このための方策を次のように

指摘している。

ア 地域の人々が充実した生活を目指して，多様

な活動を主体的に行えるような学習の場を整

備する。

イ 情報化，国際化，成熟化，高齢化など時代の

変化に対応した生涯学習プログラムの開発を

推進する。

ウ 趣味等を生かした自発的学習活動か，社会生

活の中で生かされるような環境を整備する。

エ 教育・学習活動の一層の活性化を促すため，

民間施設を含め，教育・研究・文化・スポーツ

施設の相互利用を促進するとともに，各分野の

人材の有効活用を図る。

オ 快適な空間やゆとりの時聞を確保するなど，

人々の多様な学習活動を支える社会生活基盤

の整備を図る。

カ 生涯学習の多様なまちづくりを進めるため，

国および、地方において，生涯学習に取り組む市

区町村の中から，特色あるものをモデル地域に

指定する。

二点は，教育・研究・文化・スポーツ施設の

インテリジェント化である。教育・研究・文

化・スポーツ施設を社会共通の学習基盤として

有機的に活用すること，このため高度の情報通

信機能と快適な学習・生活空間を備えた本格的

な環境として施設を整備するとともに，地域共

通の生涯学習，情報活動の拠点として，その機
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能を最大限有効に活用する方策(インテリジェ

ント化)を，地域の状況や施設の特性に応じて

進めていくことであるとしている。

以上が，生涯学習体系への移行についての答

申のアウトラインである。この生涯学習につい

ては，個性重視とならんで臨教審が最も重視し

た点である。しかし，生涯学習体系へ移行する

と言っているが，移行すべき体系がどのような

ものなのかその実態が示されていない。生涯学

習体系などないという極論もでているO 実際

に，家庭教育・学校教育・社会教育の各分野を

総合した生涯学習体系は，これから作られるべ

きものである。体系化するということは，そう

容易ではなし、。

( 4) 高等教育の改革と学術研究の振興

① 高等教育の個性化・高度化

生涯教育体系化(制度化)を進めて行く上で，

高等教育の存在は見逃せない。社会・民間企業

等を視野に入れた生涯学習体制の構築は，高等

教育の重要な課題である。

答申はまず，高等教育の個性化・多様化・高

度化等を打ち出している。大学教育を充実し，

個々の大学がそれぞれ特色ある教育を実現する

必要があるとして，以下の 3点を指摘してい

るO

ア 学部教育については，一般教育と専門教育の

内容や在り方を検討するとともに，教育研究組

織の構成についてこれまでの枠組みにとらわ

れない個性的な設計を可能にし，教育方法の多

様化を促進するなどの改革を進める。

イ 現行の単位の在り方を再検討し，単位制の長

や教育課程の多様化，教育内容の弾力化を図る

としている。

さらに，大学院の改革については，大学院は

高度かっ創造的な教育・研究の場として，学術

研究の基盤を培い，我が国が国際的に積極的な

貢献をはたすためにも，飛躍的充実と改革は緊

急課題であるとしている。目新しい提案は，優

秀な学生については 3年次修了時で、大学院へ進

学できるとすることと，大学院の形態として従

来の在り方に加え，独立研究科等その多様化を

促進し，また，固有の教員組織，施設，設備を

強化するといった点である O

高等教育の個性化を強調している答申は，個

性化を実現するために，たえず大学の評価を行

いかっ大学の情報を公開することが必要だとし

ているO つまり， I大学がその社会的使命や責任

を自覚し，大学の根本理念に照らして絶えず自

己の教育，研究および、社会的寄与について検証

し，評価を明らかにするとともに，教育，研究

等の状況についてその情報を広く国の内外に公

開することを要請する」といっている O

② 学術研究の振興

学術研究の振興については，積極的振興を図

るために，まず①大学における基礎的研究の推

進②大学と社会の連携の強化(学術研究上の

産・官・学の相互の協力体制，つまり物・情

報・人材等の相互交流と研究・教育)③学術の

国際交流の推進等が上げられている。国際社会

の到来とか，国際化への対応といった昨今，学

術的にも国際交流が重視されてきている。答申

ではその推進について，次のように述べてい

所を生かし得るよう学期や学年の取扱いを弾 る。

力化し，編入学，転学・転学部の可能性を拡大 大学は基本的に国際的性格を備えるものであ

する。

ウ 大学入学資格については，白由化・弾力化の

方向に沿って検討を進める。

また，高等教育機関の多様な発展を促し，そ

の相互の連携・交流を促進する必要があり，こ

のために， 4年制大学，短期大学，高等専門学

校，専修学校専門課程等が，それぞれの個性を

確立し，多彩な機能を発揮し得るように，学科

り，学術研究は根本的に人類共同の営みである。

また，我が国が国際場裡において信頼と尊敬を受

け，世界の平和と進歩への寄与と責任を果たして

いくためにも，国際的視点での高等教育の整備を

基盤として，以下の施策を講ずることにより学術

や文化の国際的交流をさらに深めることが要請

される。

ア 研究者，とくに若手研究者を中心とする研究
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者の国際交流を積極的に拡大する。

イ 大学間協定は大学簡の国際交流の推進上極

めて有益であり，その実効を上げるための促進

措置を講ずる。

ウ 国際的な学術の共同研究への参加を積極的

に行い，とくに発展途 t固との学術交流に格段

の配慮を払う。

エ 学会活動や学術情報の交流を国際レベルで

活発化するため，必要な措置を講ずる。

オ これらの諸活動に対応するため，大学等にお

ける国際学術交流事業推進組織の強化を図る。

③ 高等教育機関の組織・運営

大学の組織と運営について答申は取り上げて

いるが，主なものは①大学における自主・自律

の確立②教員と職員③聞かれた大学等があげら

れているとともに，高等教育財政についてもそ

の方策が提起されている。

大学の自主・自律に関しては，大学の個性化

をもとにその独自性を確立することがいわれて

いる。教員と職員に関しては優れた人材の確保

として， とくに教員については社会人，外国人

の任用を拡大して広く人材を求めること，また

人事の閉鎖性を排除し流動性を促進すること，

大学自身が教員の教育・研究上の業績評価に積

極的に取り組み，また教員相互に自己努力を重

ねることが望ましいとしている。聞かれた大学

については，生涯学習の観点から次のように述

べている。

大学は自主・自律の精神を堅持する一面，自ら

を広く社会に開放し，社会の要請を受けとめ，公

共的な寄与を果たす責任を負う。

ア 大学が社会各層や地域社会の大学に対する

意見や要望を微し，また大学に対して社会の理

解と支持を求めるため，学外者の参加を得た諮

問の機関ないし組織をもつことは有意義であ

り，その設置と活用を積極化することが望まれ

る。

イ 生涯学習社会において大学に期待される役

割は極めて大きい。公開講座，市民講座等への

協力，大学諸施設の市民への開放，大学への社

会人の受入れ等を積極化する。

ウ 情報システムの普及において大学はその重

要な要素であり，それに対応する体制を整備す

る。

いくら壮大な改革構想を打ち出しでも，それ

を実現するための財政措置がなければ砂上の楼

閣に等しい。高等教育の財政について臨教審

は，その支出の方策について次のように指摘し

ている。

我が国の高等教育は，私学依存の比率が高いた

め，その財政の現状をみると，公財政支出におい

て十分ではなし、。高等教育の質的向上を図るため

には，高等教育の在り方を見直しつつ，公財政支

出の一層の充実が不可欠である O 同時に，高等教

育機関への資金の多元的導入を促し，その自主的

な財政基盤を強化し，充実する必要がある。

ア 公財政支出の一層の充実に当たっては，配分

の適正化， 重点的・効率的支出に努め， こと

に，①基礎的，創造的な学術研究の振興，②外

国人留学生の受入れ，学術の国際交流など国際

性の発展にかかわる諸活動，③大学院の充実と

その活性化等の諸課題に重点を置く。

イ 私学振興は国の重要な責務であり，私立学校

振興助成法に基づく経常費補助を基本的に維

持・充実しつつ，特色ある教育研究フ。ロジェク

トに対する補助の大幅な拡充を図る。

ウ 地域社会と高等教育機関との連携を深め，と

くに地域の大学等と地方公共団体が，財政的に

もそれぞれの発意により，協力関係を実現し得

る方策を講ずる。

エ 高等教育機関に対する寄附金の増大を促す

ため，国・公立大学等および私立大学等のそれ

ぞれにかかわる寄附受入れの諸条件を改善す

る。

オ 国立大学の財政自主性を拡大し，大学が自己

の経営に積極性を発揮し得る条件を整備する

ため，予算，会計の弾力化を図り，各大学に諸

穣の自己基金や附置財団の設立を促す。また，

国立大学資産の社会への開放利用ならびに土

地信託など資産の活用を図る方策を検討する。

カ 高等教育経費に占める父母の家計負担は上

昇傾向にあり，その軽減を図る必要がある。今
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後の高等教育の発展を踏まえ，育英奨学制度の

在り方を改善し，その充実を検討すべきであ

るO

(5 ) 初等中等教育の改革

① 徳育の充実と教育内容の改善

まず徳育に関しては，小・中学校の教育過程

における特設「道徳」についてその内容を見直

し，重点化を図る。また，道徳的実践力を育成

するため，特別活動等における道徳指導との関

連を強化する。さらに，道徳教育の充実に資す

るため，適切な補助教材の使用を奨励するとし

ているO

教育内容の改善については，次のような基本

方向を打ち出しているO

初等中等教育においては，生涯にわたる人間形

成の基礎を培うために必要な基礎的・基本的な

内容の修得の徹底を図るとともに，社会の変化や

発展のなかで自らが主体的に学ぶ意志，態度，能

力等の自己教育力の育成を図る。また，教育内容

や指導方法の多様化を推進するとともに，学校教

育をできるだけ社会に聞かれたものにすること

に留意する。

ア 小・中・高等学校を通じ，学校段階ごとの教

育内容の重点化を図るとともに，その教育内容

の量や程度が各学校段階の児童・生徒にふさ

わしいものかどうかを見直し，一層の精選を図

る。

この際，創造力・思考力・判断力・表現力の

育成を図ること，我が国の伝統や文化について

の理解を深め日本人としての自覚の泌養を図

ること，体力の増進と健康教育の充実を図るこ

と，情報化，国際化の進展のなかで主体的に活

動し得る能力を育成することなどを重視するO

また， とくに小学校段階においては， 読・

書・算の基礎の修得と社会性や情操などの緬

養を重視する。

イ 中等教育段階においては，とくに個性の伸長

を重視する観点に立って，教育内容の多様化を

図る。このため，必修教科と選択教科や普通教

育と職業教育の在り方を見直す。

また，生徒が自己の進路・職業などについて

考え，さらに，将来に向かつてその自己実現が

図られるようにするため，進路指導の在り方を

改善する。

ウ 個々の児童・生徒に対し，行き届いた教育を

行い，豊かな人間性を育成するため，指導方法

を多様化するとともに評価の在り方を改善す

る。

工 学校教育活動を社会に関かれたものとする

ため，社会参加・ボランティア活動の導入，高

等学校における技能連携など企業や専修学校

等との連携，成入学習の機会の拡大を図る。

なお， この基本方向に沿って「教科等の内

容・構成j，I内容にかかわる制度上の運用上の

改善」等が織り込まれている。

② 教科書制度の改革

社会の変化および文化の進展に対応して， 21 

世紀に向けて，教科の主たる教材としての教科

書の制度全般にわたる改革の重要性が指摘さ

れ，次のような基本方向が示されている。

ア 今後の教育をめぐる情報化や教材の多様化

が進展するなかで，個性を尊重した多様な教

育・学習を推進する観点に立って，教科書の在

り方や利用の仕方を見直す。この際とくに，教

育が指導のために使用する教材としての性格

よりも児童・生徒が使用する学習材としての

性格を重視する。

イ 教科書制度の改革は，教科書制度の歴史と問

題点リ我が閏の教育文化水準の向上と社会の成

熟に伴う環境条件の変化，さらには今後の情報

化，国際化の一層の進展などが教科書・教材の

在り方等に与えるであろう様々な影響を踏ま

えつつ，とくに①教科書の質の向上と創意工夫

の促進，②個性豊かで多様な教科書の発行，③

創造性・考える力・表現力の育成，④児童・生

徒の発達段階や実態への配慮，適切な教育内容

の精選と水準の維持，⑤教育の信頼性と中立

性・公正の確保，機会均等の保障，の諸点を重

視して進められなければならない。

こうした改革の基本方向にしたがって， I教

科書の著作・編集機能の向上と研究開発体制の

確立j，I新しい検定制度j，I採択・供給j，I無
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償給与制度」等についての改革の方向が指摘さ

れ，教科書制度改革の長期的課題が提起されて

いる。教科書制度の在り方については，長期的

には自由発行・自由採択に移行すべきだとする

主張と，それへの慎重論もあって議論になった

ところであるが，結果的には将来にわたって引

き続き調査研究を行うことが肝要だというとこ

ろにおちついた。

(6 ) 後期中等教育の多様化

高等学校を中心とする後期中等教育について

は，できるだけその構造を柔軟なものにすると

ともに多様な教育の機会を提供する方策を進め

ることが重要だとして，主に現行制度の機能・

運営・内容の多様化と各学校の個性化の推進が

主要課題だとしているO

とりわけ，高等学校入学者選抜方法の改善に

ついては，次のような基本的な改善点が要望さ

れている。

高等学校教育は，個性・能力等が異なる生徒に

対して多様な教育の機会を提供するため，各学校

の個性化・特色化を推進する必要がある。このた

め，高等学校の入学者選抜方法は，各都道府県に

おいてその実情に応じ，選抜方法・選抜碁準の多

様化・個性化を図る。

ア 学力検査の対象教科およびその結果や調査

書，面接，論文(作文)等の利用の仕方・比重

の置き方は，各高等学校，学科の特色に応じて

定めるようにするO

イ 学力検査問題の内容を常に見直す仕組みを

整備し，記憶力をみる内容から考える力や応用

力などをみる内容に改善を進める。

なお，この際，常識問題に関するテストを行

うことを検討する。

また，中学校時代における生活など受験者の

過去の行動を題材とする作文の導入を期待す

る。

ウ 選抜において学力検査とともに調査書を資

料とする際の調査書の活用の仕方について見

直す。

この際，調査書の各教科の学習の記録の利用

については，単に総点主義，平均点主義に陥る

ことなく，各高等学校，学科の特色に応じて優

れた教科の学習の記録を活用することを考慮

する。

エ 生徒の進路選択の主体性を高めるとともに，

その機会を拡大するため，受験機会の複数化に

ついて配慮する。

オ 保護者の転勤に伴う転学を容易にするため，

特別定員枠の設定，試験の実施回数の増など，

弾力的な措霞を推進する。

カ 国立および私立の高等学校の関係者には，入

学者選抜の公共性，中学校以下の教育に及ぼす

影響などにかんがみ，その入学者選抜方法の改

善を強く要望する。

(7) 教員の資質向上

この点に関して答申では，教員の資質の向上

を図る方策として「教員養成・免許制度の改

善j，I採用の改善j，I初任者研修制度の創設j，

「現職研修の体系化Jについてふれている。

その中で教員養成については，教員に広く人

材を求める観点から，現行の開放制を維持すべ

きであるが，現在の教職課程の在り方，社会人

の活用等には解決すべき問題が少なからず見い

だされるので，その速やかな改善を図る必要が

あるとして，以下の点を指摘している。

ア 教員養成における教科・教職科目の内容に

ついては，近年の児童・生徒の状況，小・中・

高等学校等の教育内容の変化等に対応する観

点から見直す。

イ 教育実習については，初任者研修制度の実施

との関係も考慮しつつ，実習の期間，内容等を

含め，見直すとともに，小・中・高等学校等の

各段階に応じて，観察・参加・授業実習等の配

分等について検討する。

ウ 教職課程をとらなかった学生や社会人で教

員免許状の取得を希望する者のため，必要に応

じて半年から一年程度の教職に関する特別の

課程を設置することができるようにする。

エ 教員免許制度については，高等学校教育にお

ける多様化への対応，職業等の教科における優

れた人材の確保，外国語教育の充実などの観点

から，その柔軟化を図る。
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オ 社会人の活用を図り，学校教育を活性化する

ため，都道府県教育委員会で認定できる特別の

免許状制度を創設する。また，非常勤講師につ

いては，免許状を有しなくても教科の一部領域

に係る授業を担任し得るよう免許制度上の特

例措置を講ずる。

さらに，臨教審が強調した点は，初任者研修

制度の創設であった。つまり， 1教職生活へのス

タートに際して現職研修を行い，新任教員が円

滑に教育活動へ入っていけるよう援助すること

は重要で、ある。このため，国・公立の小・中・

高等学校および特殊教育諸学校の新任教員に対

して，実践的指導力と使命感を養うとともに幅

広い知見を得させるため，次のような考え方に

立って初任者研修制度を導入すること」とし，

早急に具体策を検討するとして，次のように指

摘している。

ア 新任教員に対し，採用後一年間，指導教員の

指導のもとにおける教育活動の実務およびそ

の他の研修を義務づける。

初任者研修制度の実施に当たっては，校長のリー

ダーシップのもとに，指導教員を含め学校全体

としての協同的な指導体制を確立することが

肝要である。

イ 新任教員を配置した学校に対しては，特別の

指導教員を配置するほか，各都道府県において

は，研修担当指導主事の配震を含め，研修体制

の整備を図る。

ウ この制度の導入に伴い，教員の条件附採用期

間を六か月から一年に延長する。

(8) 国際化への対応のための諸改革

時代の変化に対応するための改革のひとつと

して， 1国際化Jの波は，避けて通るわけにはい

かない時代的変化である。そのための諸課題と

して答申では，①帰国子女・海外子女教育への

対応②留学生受け入れ体制の整備・充実③外国

語教育の見直し④日本語教育の充実⑤国際的視

野における高等教育の在り方等がもりこまれて

いる。

その諸課題を解決するために，自らの手で国

際化を進める教育システム(新機軸のすすめ)

の基本が示されている。それは(7)学校において

は，指導方法，カリキュラムの研究開発等を進

め，また，地域社会においては，幅広い国際的

交流を図るなど，種々の創意工夫を積極的に行

うことが望まれる。(イ)国や地方の関係機関は，

これらの創意工夫を可能ならしめ，かっ，助長

するよう，先例にとらわれることなく自ら率先

して新機軸を打ち出す必要があるO また，国際

理解のための教育の教材センタ一的な機能の強

化を図るほか，それぞれの場における具体的な

国際化の試みに関する情報の交換・普及を促進

するo (ウ)以上を集大成し，国としての政策方向

をも盛った「教育の国際化白書」を作成する。

そして，いくつかの具体的提言がなされてい

るが，例えば， 1国際的に聞かれた学校」として

(7)帰国子女，外国人子女を受け入れる場合，そ

の学校に相談窓口や日本語教育の中核となる専

任教員の配置を進めるとともに，海外経験教員

の積極的な活用，外国人教員の招致を推進す

る。(イ)国際化時代の新しい教育計画・方法等の

研究開発・普及を図るため，帰国子女，外国人

子女，一般の日本人子女が共に学ぶ初等または

中等の学校(新国際学校〉の設置を図る。(ゥ)高

校生の外国の高等学校における修学を日本国内

における履修とみなし得るような措置を講ず

る。としている。

また， 1国境をこえた人材の育成留学生へ

の対応-Jでは， (ァ)留学生については，その受

入れ体制全般にわたる整備・充実が緊要である

が，とくに，生活上の人間的触れ合いの場の確

保，帰国留学生へのアフターケアの拡充など，

気持ちの通う対策に，より一層配置していく必

要がある。(イ)教育交流の一層の促進を図る観点

から， 日本の高等教育機関における外国人学生

の短期の修学の機会の拡大についても検討す

る，となっている。

(9) 情報化への対応のための諸改革

情報化社会といわれている現代，答申ではこ

の情報化に対応した教育に関する原則がのべら

れている，それは次の通りである。

情報化に対応した教育を進めるに当たっては，
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情報化の光と影を明確に踏まえ，マスメディアお

よび新しい情報手段が秘めている人閣の精神的，

文化的発展への可能性を最大限に引き出しつつ，

影の部分を補うような十全の取組みが必要であ

る。このような見地から，情報化に対応した教育

は，以下の原則にのっとって進められるべきであ

る。

ア 社会の情報化に備えた教育を本格的に展開

する。

イ すべての教育機関の活性化のために情報手

段の潜在力を活用する。

ウ 情報化の影を補い，教育環境の人間化に光を

あてる O

その原則にしたがって，①初等中等教育や社

会教育などへの情報手段の活用と情報活用能力

の育成②高等教育や学術研究への情報手段の活

用と人材の育成等が指摘されている。

以上のような情報化への対応の基本原則をふ

まえ，それらを実現すべく方策として， I情報化

社会型システムの構築Jと「情報環境の整備」

が取り上げられている。この点は，今後の生涯

学習にとって重要な意味をもつので，その提言

をそのままあげておきたい。

① 情報化社会型システムの構築

新しい情報化社会をリードする教育を本格的

に展開するとともに，様々な情報手段の潜在力を

最大限に活用して， I関かれた学校」への転換を

促進し，多様な教育機関を結ぶネットワークの形

成を促すなど教育の活性化を推し進める必要が

ある。このため，多様な学習要求にこたえ，学習

者の自発性・創造性を高めるよう，あらゆる情報

技術を活用した新しい教育システム， I情報化社

会型システム」の構築を目指して，以下のような

点、に留意しつつ研究・開発体制を整備する。ま

た，その成巣を広く社会に波及させる必要があ

る。

ア 情報活用能力の育成に本格的に取り組むた

め，その教育内容・方法について検討する。

イ 教育の各分野に最適なメディア教材を研

究・開発する体制jを整備する。

ウ 教員が各メディア機器・教材の利用に積極

的かっ柔軟に取り組み，子どもたちの白発的学

習を支援する役割が果たせるような体制を整

備する。

エ 情報機器のもつ影の部分などの問題を検討

するための研究体制を整備する。

②情報環境の整備

望ましい情報化社会を構築していくために，本

格的な情報基盤の整備を進める必要がある。その

際，社会全体の画一的な情報化を避け，多様性を

もっ社会の構築を目指すとともに，従来文化との

連続性や諸外国との連係に十分留意する。

ア 学校をはじめとする様々な教育施設を本格

的な情報環境として整備する。

イ 社会の要請に応じて，データベースを開かれ

たものとして構築するとともに，簡易なデータ

ベース構築システムを開発する。

ウ 情報手段の発達により増大する擬似環境(モ

デル化された人工環境)を教育分野に積極的に

活用する O

エ テレビ、等マスメディアの積極的側面を生涯

学習のなかで活用する。

(10) 教育費・教育財政の在り方

高等教育財政の在り方についてはすでに述べ

たので， ここではその他のことについて取り上

げたい。教育費・教育財政に関する答申内容

は，主に①官・民の新しい役割分担と協力体制

②教育財政の充実と重点配分③教育財政の合理

化・効率化④民間活力の導入⑤家計の教育費負

担の軽減等が課題となっている。

特に，この教育財政で注目しておきたいこと

は， I教育・研究・文化・スポーツへの重点的

な資源配分Jの指摘である。それは単に資源配

分ということのみにとどまらず，日本の今後の

見通しが教育との関連でいわれているというこ

とである。提言は次の通りである。

二一世紀に向けての我が国の①国際社会への

新しい貢献，②内需主導型の産業構造への転換，

③知識集約型の高付加価値産業の新しい成長，④

余暇ならびに選択の自由の増大に伴う生活の質

の向上，⑤グローパルな視点、からの国際相互理解

の深化と日本文化の個性の再発見の必要性など
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の時代の要請を考慮に入れ，官・民を含め国民経

済全体の中で，今後の我が国の諸投資の重点、を教

育・研究，文化・スポーツの振興に置き，その実

現のために必要な資源が積極的かっ効果的に配

分されていくよう最善の努力をすることを提言

する。

3.臨教審答申と教育改革立法の動向

これまで，臨時教育審議会答申について，重

要と思われる点について記述・整理した。その

後，その答申を受けて，法令関係の改正がどう

行われたかについて， 1990年 10月現在の時点

までの主な事項について取り上げると次の通り

であるO

《法律》

・学校教育法の一部改正(1987年 9月)

大ユニパーシティ・カウンシル(仮称大学

審議会)の創設0

・国立学校設置法の一部改正(1988年 5月)

大大学院の形態として独立研究科等多様化

の促進，大学入試センターの設置形態，

機能の検討「共通テストJの創設等。

・教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の一部改正(1988年 5

月)

大初任者研修制度の創設，現職研修の体系

化。

・学校教育法の一部改正(1988年 11月)

大高等学校の修業年限を 3年以上とする方

向で弾力化，技能連携のあり方の拡大

等。

・教育職員免許法等の一部改正(1988年 12月)

大教員養成・免許制度の改善。

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律案

(1990年 1月廃案)

大教育長の任期制，専任制の(市町村)の

導入0

・臨時教育改革推進会議設置法案(1989年6月

廃案)

大教育改革の推進

-生涯学習の進行のための施策の推進体制等の

整備に関する法律(1990年 6月)

大生涯学習機会，体制の整備等。

《政令・省令等》

・社会教育主事講習等規定の一部改正(1987年

2月)

大社会教育指導者の確保と資質の向上。

-国立学校設置法施行規則の一部改正及び国立

大学共同利用機関組織運営規則の一部改正

(1987年 5月)

大大学と社会の一部連携強化。

・学校教育法施行規則の一部改正(1988年 2

月)

大高校生の外国の高校における修学を日本

国内における履修とみなす措置を講ずる

こと。

-学校教育法施行規則の一部改正(1988年 3

月)

大単位制高校の設置。

・単位制高等学校規定(1988年3月)

大単位制高等学校の設置。

・文部省の組織令の一部改正(1988年 6月〉

大社会教育局の生涯学習局への改組・再編

等文部省機構の整備。

・学校教育法施行規則の一部改正(1988年 10

月)

大帰国子女に対する高等学校等への入学・

編入学機会の拡大0

・学校教育施行規則の一部改正(1989年 3月)

大教育内容の改善等。

・教育職員免許法施行規則の一部改正(1989年

3月)

大教員養成・免許制度の改善0

・教科用図書検定規則J(1989年4月)

大教科書制度の改革。

・大学院設置基準三条(修士課程)，学位規員即則1リJ，， 

学校教育施行規則 7河0条等制度

(α19伺89年 9月)

大大学院の改革0

・教育職員免許法施行規則の一部改正(1990年

3月)

大教員養成・免許制度の改善。

《告示》
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-大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等

以上の学力があると認められる者の指定

(1985年 9月)

大高等専修学校卒業者に対する大学入学資

格の付与0

・幼稚園教育要領，小学校学習指導要悦中学

校学習指導要領，高等学校学習指導要領

(1989年 3月)

大教育内容の改善。

・義務教育諸学校教科用図書検定基準，高等学

校教科用図書検定基準(1989年 4月)

大教科書制度の改革。 (20)

以上が，教育改革立法の動向である。それぞ

れの法令の改正が，臨教審答申のどの部分を改

正したのかという具体的な内容について解説す

ることは，残念ながら紙数の都合で割愛した

し、。

4.生涯学習の基盤整備について

第 14期中央教育審議会答申

(1) 生涯学習の基盤整備の必要性

中央教育審議会は， 1989 (平成元年〕年4月，

文部大臣から「新しい時代に対応する教育の諸

制度の改革について」諮問を受け，同年 6月後

期中等教育の改革とこれに関連する高等教育の

課題を検討する「学校制度に関する小委員会」

(後述する)及び生涯学習について検討する「生

涯学習に関する小委員会」を設置して審議を進

め， 1990 (平成 2)年 1月 30日に「生涯学習の

基盤整備について」 を答申(21)した。 これは，

1981 (昭和 56)年の「生涯教育についてJ(第 12

期中央教育審議会答申)や先の臨教審答申の教

育改革を引き継ぐかたちで，今後の基盤整備の

方向を打ち出したものである。

国民の所得水準の向上， 自由時間の増大，高

齢化の進行等に伴い，学習自体に生きがいを見

いだすなど人々の学習意欲が高まっていること

に加え，科学技術の高度化や情報化・国際化の

進展により，絶えず新たな知識・技術を習得す

る必要が生じていること，さらに今後の産業構

造や就業構造の急激な変化，本格的な高齢化社

会の到来に備えて，生涯学習の基盤整備を検討

している。

生涯学習における学校(小・中・高・大学及

び専修・専門学校等)の役割と，公民館・図書

館・博物館等の社会教育施設や民間教育事業

(カルチャーセンターなど)の活用など，学校，

地域，職場等を通じて多種多様な学習機会が提

供されるべきだとしている。そして，今後生涯

学習を推進するに当たり，特に次の点を留意す

る必要があると指摘している O

① 生涯学習は，生活の向上，職業上の能力

の向上や，自己の充実を目指し，各人が自発的

意思に基づいて行うことを基本とするものであ

ること。

② 生涯学習は，必要に応じ，可能なかぎり

自己に適した手段及び方法を自ら選びながら生

揮を通じて行うものであること。

③ 生涯学習は，学校や社会の中で意図的，

組織的な学習活動として行われるだけでなく，

人々のスポーツ活動，文化活動，趣味， レクリ

エーション活動，ボランティア活動などの中で

も行われるものであること。

以上の観点から，次のような課題をあげてい

る。まず第一は，学習者が自ら適切な学曹機会

を選択し，自主的に学習を進めることができる

よう，学習情報を提供することや学習者のため

の相談体制を整備することである O 第二は，潜

在的な学習需要を持つ人々に対しでも適切な配

慮を行い，併せて学習意欲を高めるための啓発

活動や学習の成果の評価を行うなど，生涯学習

を奨励することである。第三は，人々の学習需

要に対応した学習機会を確保するため，生涯学

習施設相互の連携を図ることである。第四は，

以上の課題を踏まえて，生涯学習を総合的に推

進するため，関係行政機関等の各種の施策に関

しては，連絡調整を図る体制を整備することで

ある。

(2) 生涯学習の基盤整備のための施策

ここでは生涯学習の基盤整備のための施策と

して，国・都道府県・市町村における生涯学習

の推進体制，地域の生涯学習の中心機関，生涯

学習活動重点地域，民間教育事業の支援の在り
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方について検討している O

生涯学習の推進体制については，国における

連絡調整組織，都道府県及び市町村における連

絡調整組織に言及しているが， とりわけ重視し

ているのに，地域における生涯学習推進の中心

機関としての「生涯学習推進センターJ設置の

提言である O

この生涯学習推進センターは，学習機会の提

供，学習機会の選択，自主的な学習活動の援助，

生涯学習の情報提供等の生涯学習を支援する体

制を整えた所として，次のような事業を行うこ

とが重要だとしている。

① 生涯学習情報の提供及び学習相談体制の

整備充実に関すること

② 学習需要の把握及び、学習プログラムの研

究・企画に関すること

③ 関係機関との連携・協力及び事業の委託

に関すること

④ 生涯学習のための指導者・助言者の養

成・研修に関すること

⑤ 生涯学習の成果に対する評価に関するこ

と

⑥ 地域の実情に応じて，必要な講座等を主

催すること，なお，放送大学との連携・協

力を行うこと

さらに生涯学習推進センターがその機能を十

分に果たしていくためには，生涯学習に関して

幅広い知識経験を有する専門的職員を配置する

必要がある。センターには，学習情報の収集・

整理・提供，学習相談，学習プログラムの研

究・企画，指導者研修なと、について十分な知識

経験を有する専門的職員が不可欠であり， この

ような資質能力を有する者の養成確保を図らな

ければならないとしている O

この生涯学習センタ一方式は，すでに都道府

県で実行されている段階にあり，たとえば， 日

本社会教育学会の課題研究「地域における生涯

学習の現段階J(22)で発表された群馬県生涯学

習センターでは，生涯各時期における学習プロ

グラムの開発の研究が進められている。

5. 新しい時代に対応する教育の諸制度の改

革について

一第 14期中央教育審議会答申一

(1 ) 高校教育の問題点と改革の視点、

1991 (平成3)年4月 19日，中央教育審議会

は「新しい時代に対応する教育の諸制度の改革

について」を答申(23)した。審議会は現在の教育

のゆがみを正し，子供の心の抑圧を軽減し人間

性の回復を図る，との基本的な考え方に立っ

て，高校教育について検討しその改革の視点を

うちだしている O

まず，高等学校の現状と問題J点について指摘

しているが，要約すると次の通りである。

《社会の変化と高等学校》進学率の急上昇で

国民的教育機関へと性格を変えた高校の，多様

な生徒に対する教育内容が十分でない。

《青少年の変化》学校関係者の思いも寄らぬ

ほど多様化した高校生に，高校は従来通りの一

斉指導方式の授業や，固定した校則，生徒指導

で対応してはいないだろうか。

《画一的な教育》高校教育が大学進学準備の

中心になりがちで，画一的な教育に高校を追い

込み，人間教育や心身の健全な育成が軽視され

がちである。

《受験競争の激化》子供ばかりでなく家庭も

巻き込んだ受験競争は深刻な社会問題となり，

青少年のその後の人間形成に悪影響を及ぼすこ

とが懸念される。

《不本意入学・中途退学の増加等》偏差値偏

重の高校進学指導により，高校生の少ない部分

が高校教育に適応できていないでいる。校風や

特色を踏まえて学校を選ぶ習慣を一般化させ，

中途退学者の復学を容易にする措置を講ずるべ

きであるO

このような現状を踏まえて，高校教育の改革

の視点と生涯学習の視点から検討し提言してい

るが，高校教育の改革の視点について以下のこ

とを指摘している。

《量的拡大から質的充実へ》個々の生徒の特

性にきめ細かく対応することができるよう，教

育条件の充実も含め，その質的充実を目指すこ

と。
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《形式的平等から実質的平等へ》単なる形式

的・画一的平等から，生徒の個性に応じた実質

的平等を目指す。このためには，生徒がそれぞ

れの個性に応じて学校・学科や教育内容等につ

いて多様な選択ができるシステムにすることが

重要である。

《偏差値偏重から個性尊重・人間性重視へ》

高校教育の改革を進めるためには，受験競争を

緩和することが不可欠であり， このためには，

入学者選別において評価尺度の多元化・複数化

を図るなどの諸方策を講じていくことが必要で

ある。これにより，偏差値偏重や受験競争によ

る心的抑圧から生徒を解放して，それぞれの個

性を尊重し，人間性を重視する教育を目指すこ

とが大切である O

生涯学習の視点からの改革

高等学校をはじめとする学校教育が抱えてい

る問題点を解決するためには，学校教育のシス

テム自体を改革することはもとより，広く生涯

学習の視点からその改善策を考える必要がある

とし社会のさまざまな教育・学習システムが

相互に連携を強化して，生涯のいつでも自由に

学習機会を選択して学ぶことができ，その成果

を評価するような生涯学習社会を築いていくこ

とが望まれるとしている。

(2) 後期中等教育の改革とこれに関連する高

等教育の課題

ここでは「高校教育の改革」と「受験競争の

緩和」等が検討されている。

高校教育の改革では次の点が述べられてい

るO

① 学校・学科制度の改革

《学科制度の再編成》総合的な新学科，職業

学科の再編成，普通科における職業教育の充

実等の改革が必要。

《新しいタイプの高等学校の奨励》

<< 4年制高等学校の検討》

《高等専門学校の分野拡大》

② 教育内容・方法の改革

《単位制の活用》

《高等学校聞の連携の推進》

その他に， I学校・学科聞の移動j，I教育上の

例外措置j，I支援措置J等の必要が指摘されて

いる。

受験競争の緩和

① 大学入学者選抜の改善

改革の基本方向として 3点あげている。

ア できるだけヴァラエティに富んだ個性や

才能を発掘，選抜するため，点数絶対主義

にとらわれない多元的な評価方法を開発す

るO

イ 少数の有力大学を頂点として大学全体が

序列化されるのではなく，多くの大学が，

教育・研究において，特色を発揮し，競い

合い，多選択型競争を促す構造，すなわち

多峰型のシステムになる方向を目指す。

ゥ 入試に関する情報を広く公開する。

以上を踏まえて，次のことを検討している。

《評価尺度の多元化・複数化》

《推薦入学制度の改善》

《分離・分割方式への統一と比率の適正化》

《大学入試センター試験の活用》

② 高等学校入学者選抜の改善

ここでは，中学校と高等学校との接続の問題

点とそれらの改善，中・高等学校の教育課程に

ついて，入学者選抜の観点から検討されてい

る。

(3 ) 生涯学習社会への対応

先にも示したように，学校教育の抱える諸問

題を解決するために生謹学習社会の構築を自指

し， 1990 (平成 2)年の答申「生涯学習の基盤

整備について」との関連に立脚して， I生涯学習

における学校の役割j，I生涯学習の成果の評

価」等を検討している。そして，改革の実現の

ために，企業・官公庁ヘ大学へ，高等学校へ，

家庭への協力要請と連携をといっている。

目立った点は，官公庁への要請であるO 高校

生以下の心的抑圧を取り除くため，大卒者採用

に関し独自の評価方法を開発し，採用の仕組み

や新しい評価方法をあきらかにするとともに，

採用における年齢制限の撤廃，緩和を要請して

いる点である O
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6. 教育改革の課題

これまで，臨時教育審議会答申，第 14期中央

教育審議会答申について外観してきた。改革の

基本は，臨教審答申の路線に基づいている O こ

の一連の答申と，日本の現実の教育とを合わせ

て教育改革について考えてみると，その改革に

あたって，さまざまな課題が残されている。こ

こでは，その主な点を指摘しておきたL、。

第一点は，生涯学習体系の問題であるo21世

紀に向けての教育改革の基本課題が，従来の学

校教育中心から生涯学習体系へ転換し，生涯学

習社会の実現そのための体制づくりが，答申の

教育改革の基本目標だったといえるだろう。前

にも指摘しておいたが，いまひとつ生涯学習体

系の全容がはっきりしていないということであ

る。前述した法令の改正をみてみても，現在あ

るものの手直し(つぎはぎ)の感はまぬがれな

い。今後は，国家の上からの改革だけではなく，

国民の学習権に根差した生涯学習体系が社会全

体の中にどう位置づくのか，国民的議論が必要

だろう。なぜならば公教育というものは，国民

の教育権を公的機関が保障するという立場を見

落としてはならないからであるO

第二点は，体系化した場合の管理体制の問題

である。日本の教育はその歴史を振り返ってみ

ると，中央集権的な教育管理が強力であり，教

育の官僚制機構が根強くそのため管理教育の弊

害が指摘されてきた。その点から考えると将来

社会全体が生涯学習体系で固められたとした

ら公的生涯学習管理体制ができかねなし、。公

的教育統制になると，それ以外の自由な教育・

文化活動をどう評価するのか気になるところで

あるO もちろん答申では民間活力との連携をう

たっているが， しかし文部省・教育委員会事務

局の独走を監視する具体的な方策については触

れられていない。この点は，今後の重要課題で

ある。

第三点は，教育目標についてである O 答申は

21世紀のための教育の目標として①ひろい心，

すこやかな体，ゆたかな創造力，②自由・自律

と公共の精神，③世界の中の日本人の 3項目に

まとめている O その目標をみるかぎりでは，な

んら異論はなし、。しかし，現実に適応していく

と，いくつか問題がうかび上がってくるO 一つ

には，世界の中の日本人の育成である。実際に

学習指導要領の改定による実施では，国民形成

に関しては国旗・国家の取り扱いに象徴される

ように，むしろ規制は強化されているといわね

ばならなし、

二つには，初等中等教育課程の力点と評価で

ある O 従来は教科に関する力点・評価は《知識

理解>><<技能>><<態度》であったのが，今回の改

正では《意志>><<態度>><<表現力>><<能力》になっ

たことである O はたして現行のカリキュラムで

これらをどう評価し伸ばすのか，大いに問われ

ているところである。

第四点は，個性重視・ゆたかな創造力を開発

する教育課程編成の問題である。ゆたかな創造

力についての臨教審の考えは， I芸術，科学，技

術等のあらゆる分野においてのゆたかな創造

力Jなのである。そうした創造性についての考

え方は，一面的すぎるのではないか。創造性は

能力的側面と性格的側面があって，それらは複

合的能力概念としてとらえるべきである O そう

すると，創造能力のみではなく， <<自己実現の創

造性H創造的人格》という自己啓発的なことも

考慮されるべきであり，そのことなしに個性重

視はあり得ない。創造性・独創性・独自性は

いってみれば，個性をぬきにしては考えられな

いからである。もしも，自己実現の創造性と個

性の開発を目指すのであれば，従来の教科中心

の教科カリキュラムでは実現不可能である。む

しろ基礎・基本をおさえながら，思い切った

《経験カリキュラム》を開発すべきである。そう

すれば《表現力》も豊かになろう。カリキュラ

ムの思い切った改定こそが急務である。

第五点、は，日本的体質の克服の問題である O

明治 5年以来， 日本の産業化・近代化と抱き合

わされた教育の出世主義(学歴主義)が生み出

した学校格差・学閥は，一流高校→一流大学→

一流企業志向を生み出している。おまけに企業

では，終身雇用制・年功序列に集団主義的経営
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を売り物にしている。その没個性的な日本的体

質に，個性主義・創造主義の教育改革を接ぎ木

したらどうなるのか。第 14期中教審答申で「日

本の経営が個性と創造性を必要としているのな

ら採用の仕組みを抜本的に改革し，日を見張

らせる独自の評価方式を開発していただきた

い。企業が大学の既成の序列を動かし，新しい

人間の評価方式を開発するのだというくらいの

気掛で当たっていただきたい」と，企業・官公

庁に改革の要請をしているが，就職の「青田買

い」がまかり通り，大学入試改革で推薦制を導

入したら，これもまた進学希望者の「青田買い」

がはじまり，高校の担任教師が数十通の推薦

書，調査書を作成するために，時期的に高校生

活のニ大行事というべき文化祭・体育祭に支障

をきたしているという現場からの声も出てい

る。 (24)どう克服して行くのか，今後の大きな課

題である O

以上，大切な課題をあげてみたが，ある教育

問題に対する改革・解決措置をとれば，そこか

らまた新たな問題が発生するといった具合に，

万能薬的教育改革のプログラムはない。そこ

が，改革の難しさである。

亜 日・中の教育改革の方向

1.教育改革の共通の課題

これまで，現代の日・中教育改革の動向と課

題について取り上げてきた。両国の聞には，国

の体制，思想・イデオロギーの違いが存在して

いる。したがって，両国を同じ天秤にかけてう

んぬんするわけにはいかないが，教育をめぐっ

て両国が抱えている共通な方向・課題(質的違

いはあるが)をここで取り上げてみたいと思

つ。

その一つは，量的拡大から質的向上への動向

と課題である。

中国は建国以来，教育の量的拡大が最大の課

題であったが，前述した通り現在は質的向上に

教育政策の転換を図っている。日本の場合も，

以前から質的改善(充実)が常に課題になって

いる。この点は単に両国間の動向ではなく，国

際的にも 1980年代以降は量的拡大から質的向

上に教育の焦点が移行してきている O

その二つは，教員の質的向上である。

日本の場合は，教員養成(免許制度の改善)，

初任者研修制度の創設，現職研修の体系化の方

策を打ち出しているのに対して，中国の場合は

教員の社会的地位の問題，待遇改善の問題，住

宅問題等も含めて教員の質の向上が大きな課題

になっている。

その三つは，高等教育の重視である。

それはなにも両国の課題のみでなく，国際的

な動向である。高度な科学技術の発展にあわせ

て，高質の人材の養成は当然の帰結であるO 中

国の高等教育については，十分に述べる機会が

なかったが， この点については， 1991年 11月

11， 12日に行われた「第3回日中学術シンポジ

ウムJ(東洋大学国際交流センター主催)で，華

中理工大学高等教育研究所所長銚啓和氏の 121

世紀に向かつて，現代化人材を養成する大学教

育についてJ(25)の報告が，現代中国の高等教育

の重視政策を指摘しているO

その四つは，道徳教育の強化である。

中国の場合は，政治思想教育と道徳教育が重

視されている。今の政治思想及び道徳教育は，

現在の改革，情勢に適応していないので，新た

な改革解放・社会主義商品経済発展段階のもと

での政治思想及び道徳教育の重視を求めてい

る。日本の場合は，教育課程編成が「教科J1道
徳J1特別活動」になっていて，初等中等教育の

改革で「道徳の充実」が強調されている O この

道徳教育の件についても，国際的な動向として

再評価される傾向にある。その背景に青少年の

非行，校内暴力やモラルの喪失，社会的無関心，

家庭の崩壊等に対する危慎があるO

その五つは，受験競争の緩和である。

この受験競争の問題は，臨教審答申はもとよ

り第 14期中教審答申でも改革の焦点になった

問題のひとつであるO 厳しい入試選抜制度があ

るために，入試地獄といわれるほど予備校・学

習塾まで動員しての大規模な受験戦争が行われ

ている O 中国でも日本と同様，受験競争の緩和
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を教育改革の重要課題としている。この受験競

争は，東アジアの国つまり日本，中国，韓国，

台湾の国々でとりわけ問題になっているO

その六つは，基礎・基本の重視であるO

それはごく当然で，基礎・基本の充実をはか

り学力水準の向上を目指すことは，国際的潮流

でもある。

2.教育改革の異なる課題

ここでは，特に中国の改革の特色について見

てみたい。

その一つは，社会主義建設と経済発展(四つ

の現代化)との関連で教育改革を志向している

ことであるO

中国は 21世紀の中頃までに，中等発達国家

の経済水準に達するという高い要求を打ち立て

ている。それはかつての日本がとってきた，西

洋諸国に追いつけ，追いこせの教育と似た点が

ある。経済水準の向上は，中国にとって緊急課

題であるが，急激に経済の効率を教育に求め無

理を強いることがあってはならないだろう。効

率中心lこ走った日本の教育が，経済面での成功

の裏にどういう弊害(病理)を生み出したか注

視する必要があろう。

その二つは，教育法制化の課題である O

中国にとって今，教育法の法制整備は急務で

あるo 1986年 7月 1日，中華人民共和国義務教

育法が施行された。国の教育制度を，法的に保

証していくことと，地方分権を拡大して地方の

実情に合わせた運用も考えている。人民の教育

権を法律によって保障し，教育の機会を国家が

保証していくうえでも，法制化していくことは

重要課題である。

日本は逆に，教育の規制緩和が改革の基本方

針になっている。従来の規則が時代の変化に対

応できなくなっていることなどから，現規制の

見直し，緩和が打ち出されているO

その三つは，人材養成のための職業技術教育

の重視である。

経済発展の要として，職業技術教育を重視す

るのは当然だろう。社会教育，企業内教育にお

いても，その人材養成が重要な課題となってい

る。その点日本においては，職業教育はあまり

振るわない。公共職業訓練や学校での職業教育

は，あまり振るわない。その理由は，企業内教

育が充実していることや，青少年の進学率が高

いこと，また失業問題が全般的に深刻でないと

いうことなどがあると思われる O 龍教審答申

も， 生涯学習を文化， スポーツ， レクリエー

ション，趣味・娯楽を重視する傾向が強い。も

ちろん，答申では，職業能力の開発も強調して

いるが，具体的方策に欠けている。

その四つめは，非識字者教育と少数民族教育

の課題でる。そのことは，前にも課題として取

り上げた通りである。

以上， 日・中両国の教育改革の課題について

みてきたが，国それぞれの抱えている課題は，

それぞれの実情に対応したものである。今後こ

れらの課題解決に取り組むわけだが前述した通

り，中国にとっては「教育経費・財政」の問題

はより大きな課題である。これは多難を極める

問題であるが， しかし建国以来の教育の発展の

早い速度からして，その実現はそう遠くはない

だろう。

おわりに

日本，中国に限らず，国際的には今日まさに

教育改革の時代である。先進諸国も開発途上諸

国にしても，それぞれの教育課題を抱えて改革

に乗り出している。情報化社会，国際社会の到

来，変化していく世界情勢にあって，どの国も

これらの変化に対応しながら自国の課題と教育

を抱き合わせて未来を志向している O 今回は，

王氏との共同研究で，中国と日本の教育改革に

ついてまとめた。日本の教育改革に多くのペー

ジをさいたのは，王氏の日本での研究のまとめ

もかねているからである。なお， この論文の日

本語記述についての文責は比嘉にある。この研

究は， iアジアの教育改革と課題J(私学振興財

団の助成資金)の一環として行なったものであ

る。
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